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都道府県内における位置関係を示す図面

杏林大学八王子キャンパス 杏林大学三鷹キャンパス

杏林大学井の頭キャンパス
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井の頭キャンパス

〒181- 8 612 東京都三鷹市下連雀5 - 4 -1

TEL：04 2 2 - 47- 8 0 0 0（代）

外国語学部
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大学院国際協力研究科
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バス利用２５分
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上記以外の学校法人所有建物

守衛所他
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学校の位置及び校地 、校舎の配置図の概要

0.7Ｋｍ
バス利用５分

所在地　東京都三鷹市下連雀５-９４３－３１外

杏林大学井の頭校地

3.8Ｋｍ
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(内　所在地　東京都三鷹市新川６-６４１－１)
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三　鷹　校　地　及　び　建　物　配　置　図 
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第3類（杏林大学大学院学則） 

○杏林大学大学院学則

制定 昭和５１年 ４月 １日 
改正 昭和５４年 ４月 １日 昭和５７年 ４月 １日 

昭和５９年 ４月 １日 昭和６１年 ３月１８日 
平成 ３年 １月３０日 平成 ４年１０月２６日 
平成 ６年 １月２４日 平成 ７年 ３月１６日 
平成 ７年 ３月２７日 平成 ７年 ９月２８日 
平成 ８年１０月２３日 平成１０年 ３月２７日 
平成１１年 ２月１５日 平成１１年 ６月２１日 
平成１１年 ９月２０日 平成１２年 ９月１８日 
平成１３年 ３月２９日 平成１３年 ６月２８日 
平成１４年 ２月２６日 平成１４年 ３月２９日 
平成１４年 ４月２５日 平成１５年 ２月１７日 
平成１５年１０月２０日 平成１６年 ３月２６日 
平成１６年１２月 ８日 平成１７年１０月２６日 
平成１８年 ３月２９日 平成１８年１２月 ８日 
平成１９年 ３月２９日 平成１９年 ９月１０日 
平成２０年 ３月２８日 平成２１年１０月２６日 
平成２１年１２月 ３日 平成２２年１２月 ３日 
平成２３年 ５月２７日 平成２３年１２月 ２日 
平成２４年 ３月３０日 平成２４年１２月 ７日 
平成２５年 ５月２４日 平成２５年 ７月２２日 
平成２６年 ２月１７日 平成２７年 ３月２７日 
平成２８年 ３月２５日 平成２９年 ３月２４日 
平成３０年１２月 ７日 平成３１年 ３月２９日 
令和 ２年 ９月２５日 令和 ３年 ３月２６日 
令和 ３年 ５月２８日 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この学則は、杏林大学学則（以下「本学学則」という。）第４条の規定に基

づき、杏林大学大学院（以下「大学院」という。）に関し必要な事項を定める。 

 （目的） 

第２条 大学院は、大学建学の精神に則り、専攻分野に関する専門的な学術の理論及

び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、優れた研究者及び高度専門職業人を養

成することにより、文化の進展に寄与することを目的とする。 

（自己評価等） 

第２条の２ 大学院は、その教育水準の向上を図り前条の目的及び使命を達成するた

め、大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものと

する。 

２ 前項の点検及び評価の項目並びにその実施体制については別に定める。 

（研究科） 

第３条 大学院に医学研究科、保健学研究科及び国際協力研究科を設け、医学研究科、

保健学研究科及び国際協力研究科にそれぞれ博士課程を置く。 

２ 医学研究科博士課程の標準修業年限は４年とする。 

３ 保健学研究科及び国際協力研究科の標準修業年限は５年とし、これを博士前期課

程（２年）及び博士後期課程（３年）に区分し、前者を修士課程として取扱うもの
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とする。（以下「前期課程」という。） 

４ 前項の規定にかかわらず、前期課程においては、主として実務の経験を有する者

に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて

夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法に

より教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、

標準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができる。 

５ 博士後期課程及び医学研究科博士課程は、専攻分野について研究者として自立し

て研究活動を行い、又は、その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の

研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

６ 前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又

は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

（専攻） 

第４条 医学研究科、保健学研究科及び国際協力研究科にそれぞれ次の専攻を置く。 

医学研究科 

医 学 専 攻

保健学研究科 

保 健 学 専 攻 

看 護 学 専 攻 

臨 床 心 理 学 専 攻 

国際協力研究科 

国際開発専攻 

国際医療協力専攻 

グローバル・コミュニケーション専攻 

開発問題専攻 

（研究科又は専攻の目的） 

第４条の２ 研究科又は専攻ごとの人材の養成その他の教育研究上の目的については、

次のとおりとする。 

２ 医学研究科 

医学研究科は、科学的な問題解決能力を備える臨床医、旺盛な創造性を持つ基礎

医学・生命科学の研究者、社会医学に貢献する有為な人材等豊かな人間性と倫理観

・使命感にあふれる医療人の養成を目的とする。

３ 保健学研究科

保健学研究科は、保健、医療、看護、福祉及び心理の専門分野において、広い視

野と豊かな学識を有し、専門性の高い業務を遂行する人材、並びに研究能力を有す

る人材を養成することを目的とする。

（１）保健学専攻前期課程は、学部教育や職業経験により培った知識・技術をさらに

高め、専門職としての卓越した判断力と実践力、および指導力とマネジメント能

力を持った高度専門職業人の養成を目的とする。 

（２）看護学専攻前期課程は、学部教育や職業経験により培った知識・技術をさらに

深め、卓越した看護実践力、および指導力とマネジメント能力を持った看護師・

保健師・助産師を養成する。また、「がん看護」「クリティカルケア看護」「精神看
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護」に関する専門看護師、感染管理や医療安全管理の指導者の養成を目的とする。 

（３）臨床心理学専攻前期課程は、心理に関する支援を要する者とその関係者に対し

て、心理状態の観察、結果の分析、心理に関する相談及び助言、指導その他の支

援といった、ニーズに応じた支援を提供できる人材を養成する。また、心理的支

援を要する者やそれを取り巻く環境に対して、心の健康に関する知識を普及する

ための教育ができる人材の育成を目的とする。 

（４）保健学専攻博士後期課程は、前期課程で培われた専門能力と識見、科学的な思

考力をさらに深化させて、学問的基盤を確立するとともに、学際的・国際的な視

野に立って諸課題を探究できる研究・教育者の養成を目的とする。 

（５）看護学専攻博士後期課程は、現代社会における看護・保健領域の複雑かつ多様

な看護ニーズに応えるために、前期課程で培われた看護学の専門能力と識見、看

護感性をさらに深化させて、学問的基盤を確立するとともに、学際的・国際的な

視野に立って諸課題を探求できる研究・教育者の養成を目的とする。 

４ 国際協力研究科 

 国際協力研究科は、国際社会において発生する様々な課題を、法律、政治、経済、 

経営、文化交流、言語、医療、保健衛生、福祉など多くの側面から学際的に把握し、

理論的かつ実証的に問題を分析して的確に処理できるような人材を育成し、国際社

会に対する支援・協力を推進することを目的とする。

（１）国際開発専攻は、世界諸地域の経済社会の発展に資するための開発及び国際協

力のあるべき方法・施策を社会科学諸分野にわたり、理論的・実証的に究明する

とともに、わが国の政治・経済・経営及び法律・税務の各専門領域について考究

し、これらを通じて必要な専門知識の修得はもとより関連分野にも通暁し、実務

にも対応できる人材の養成を目的とする。

（２）国際医療協力専攻は、世界諸地域に対する保健医療福祉分野の国際協力に必要

な幅広い知識と高度な理論を身に付け、国際社会での実践活動に貢献すると共に、

問題解決に向け自立して研究課題を設定し、研究活動の実践によりその成果を活

かすことのできる人材の養成を目的とする。 

（３） グローバル・コミュニケーション専攻は、わが国を取り巻く国際社会及び、国

内で進む多文化共生社会にあって、互いの文化・言語・社会に対する理解の欠如

等に起因する諸問題解決のため、異文化間コミュニケーションの専門分野に熟達

し、理論と実践、複眼的視座からの深い知見と洞察力をもとに、国内外でこの分

野の先導的な役割を担って活躍しうる優れた研究者、及び高度専門職業人に必要

な諸技能を身につけた人材の養成を目的とする。

（４）開発問題専攻は、国際協力の実践場面で、あるいはその研究分野で、各専門領

域の知識と技能を修めた高度な専門家として活躍できる、有用な人材の養成を目

的とする。 

 （研究指導及び授業） 

第５条 研究科における研究の指導及び授業は、原則として本学の教授が担当する。

ただし、必要があるときは教授以外の者に分担させることができる。 

 （研究科長） 

第６条 各研究科に研究科長を置く。 
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２ 研究科長は教授の兼務とし、学長の推薦に基づき、学園の理事会の議を経て、学

園の理事長が任命し、その任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 研究科長は、その研究科に関する事項を掌理する。 

（教務担当） 

第６条の２ 研究科又は専攻ごとに教務担当を置く。 

２ 教務担当は教授の兼務とし、研究科長の推薦に基づき、学園の運営審議会の議を

経て、学長が任命し、その任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 教務担当は、所属する研究科又は専攻の教務に関する事項を掌る。 

第２章 運営組織 

 （大学院委員会及び研究科委員会） 

第７条 大学院及び研究科を管理運営するために、大学院委員会及び研究科委員会を

置く。 

 （大学院委員会の組織） 

第８条 大学院委員会は学長、副学長、各研究科委員長及び各研究科委員から選ばれ

た若干名の委員をもって組織する。 

２ 大学院委員会の委員長は学長とする。 

 （大学院委員会の職務） 

第９条 大学院委員会は次の事項を審議する。 

（１）大学院の運営に関する事項

（２）大学院の組織に関する事項

（３）その他大学院に関する重要事項

 （研究科委員会の組織） 

第１０条 各研究科に研究科委員会を置く。 

２ 各研究科委員会は大学院各研究科の教授をもって組織する。ただし、必要ある場

合は関係の准教授・講師を加えることができる。 

３ 研究科委員会の委員長は研究科長とする。 

 （研究科委員会の職務） 

第１１条 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見

を述べるものとする。 

（１）学生の入学、卒業及び課程の修了

（２）学位の授与

（３）第１号及び第２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究

科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 

２ 研究科委員会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項に

おいて「学長等」という。）がつかさどる次の事項について審議し、及び学長等の

求めに応じ、意見を述べることができる。 

（１）教育及び研究に関する事項

（２）教員人事に関する事項

（３）学生に関する事項

（４）学長等の諮問に関する事項

３ 学園長、学長、副学長は各研究科委員会に出席し意見を述べることができる。 
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第１２条 大学院委員会及び各研究科委員会に関する細則は別に定める。 

第３章 在学年限及び学生定員 

 （在学年限） 

第１３条 同一研究科に在学し得る最長年限は、前期課程においては４年、博士後期

課程においては６年、医学研究科においては８年とする。 

 （学生定員） 

第１４条 研究科専攻別学生定員は、次のとおりとする。 

研究科名 専 攻 

博 士 課 程 博士前期課程 博士後期課程 

備 考 入学

定員

収容 

定員 

入学

定員

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

医学 

研究科 

医 学 25 100 

計 25 100 

保健学 

研究科 

保 健 学 7 14 4 12 

看 護 学 2 4 1 3 

臨 床 心 理 学 25 50 

計 34 68 5 15 

国際協力 

研究科 

国 際 開 発 6 12 

国 際 医 療 協 力 4 8 

グ ロ ー バ ル ・ 
コミュニケーション

10 20 

開 発 問 題 5 15 

計 20 40 5 15 

第４章 学年、学期及び休業日 

 （学年） 

第１５条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。ただし、秋学期入学

者は９月１５日に始まり、翌年９月１４日に終わる。 

 （学期） 

第１６条 学年を分けて前期又は春学期、後期又は秋学期の２学期とする。 

２ 前項の学期の呼称及び期間は、各研究科において定める。 

（休業日） 

第１７条 休業日は次のとおりとする。ただし、第４号から第６号の休業期間の始期

及び終期は、年度ごとに学長が定める。 

（１）日曜日

（２）国民の祝日に関する法律に定めた祝日

（３）杏林学園創立記念日 １１月１１日

（４）春季休業

（５）夏季休業
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（６）冬季休業

２ 学長は、必要により臨時に休業日を設け、又は休業日を授業日に変更することが

できる。 

第５章 授業科目、単位及び履修方法 

（授業科目） 

第１８条 研究科における授業科目及び単位については、別表１－１、１－２、１－

３、１－４、２－１、２－２、２－３、３－１及び３－２のとおりとする。 

（指導教授） 

第１９条 入学を許可された者には、専攻課程に従って、それぞれ指導教授を定める。 

２ 指導教授は、必要に応じて２人以上とすることができる。 

第２０条 学生は指導教授の指示をうけ、指定された期日までに履修計画を研究科長

に提出しなければならない。 

第２１条 研究科の授業科目は、主科目、及び副科目とする。 

（履修の方法） 

第２２条 教育課程及び履修方法の細部については、各研究科において定める。 

２ 各研究科において教育研究上有益と認めるときは、予め協議の上、本学の他研究

科又は他大学の大学院等の授業科目を履修させることができ、１５単位を超えない

範囲で本学各研究科において履修したものとみなすことができる。 

３  学生が本学入学前に他の大学院において履修した授業科目の単位（科目等履修生

として修得した単位を含む）を、１５単位を超えない範囲で本学において履修した

ものとみなすことができる。 

４  前２項の規定により認定できる単位数は合わせて２０単位を超えないものとし、

当該単位数と修得に要した期間等を勘案して、１年を超えない範囲で本学の在学期

間として算入することができる。ただし、博士後期課程の在学期間には適用しない

ものとする。 

（教育方法の特例） 

第２２条の２ 各研究科において、教育上特別の必要があると認められる場合には、

夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法に

より教育を行うことができる。 

２  文部科学大臣が別に定めるところ（平成１３年文部科学省告示第５１号）により、

授業を多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修

させることができる。 

（科目履修の認定） 

第２３条 学科目の履修の認定は、学期末又は学年末に試験又は研究報告によって行

い、その方法は学科目担当教授が定める。 

２ 試験又は研究報告の成績は、Ｓ（90点以上～100点）、Ａ（80点以上～90点未満）、

Ｂ（70点以上～80点未満）、Ｃ（60点以上～70点未満）、Ｄ（60点未満）の５種と

し、ＳＡＢＣを合格、Ｄを不合格とする。 

（単位の認定） 

第２４条 合格した学科目については、所定の単位を与える。 

２ 授業科目の単位の計算方法は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする
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内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効

果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するもの

とする。 

（１）講義及び演習については、毎週１時間から２時間１５週の授業をもって１単位

とする。 

（２）実験、実習及び実技については、毎週２時間から３時間１５週の授業をもって

１単位とする。 

（３）授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併

用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前

各号に規定する基準を考慮して１単位とする。 

 （再試験・追試験） 

第２５条 不合格の学科目については、再試験を行うことがある。病気その他やむを

得ない事由により、正規の試験を受けることができなかった者については、追試験

を行うことがある。 

第６章 課程の修了要件 

 （前期課程の修了要件） 

第２６条 前期課程の修了要件は、当該課程に２年以上在学し、３０単位以上を修得

し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、当該大学院の行う

修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格すること。

ただし、在学期間に関しては、次に該当するものは定めるとおり同課程に在学すれ

ば足りるものとする。 

特に優れた研究業績を挙げた者 １年以上 

第２２条により単位が認定された者 １年以上 

 （博士課程の修了要件） 

第２６条の２ 博士課程の修了要件は、次の各号のとおりとする。 

（１）医学研究科博士課程の修了要件は、同課程に４年以上在学し、３０単位以上を

修得し、学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格すること。ただし、在

学期間に関しては、次に該当するものは定めるとおり同課程に在学すれば足りる

ものとする。 

特に優れた研究業績を挙げた者 ３年以上 

第２２条により単位が認定された者 ３年以上 

特に優れた研究業績を挙げ、かつ第２２条により単位が認定された者  ２年以上 

（２）保健学研究科及び国際協力研究科博士課程の修了要件は、同課程に５年（前期

課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上

在学し、前期課程の修得３０単位を含め５０単位以上を修得し、学位論文を提出

してその審査及び最終試験に合格すること。ただし、在学期間に関しては、特に

優れた研究業績を挙げた者については、同課程に３年（前期課程を修了した者に

あっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるも

のとする。 

２ 前条ただし書きの規定による在学期間をもって前期課程を修了した者の博士課程

の修了の要件は、前期課程における在学期間に３年を加えた期間当該課程に在学し、
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各研究科の所定の単位を修得し、学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格

すること。ただし、特に優れた研究業績を挙げた者については、当該課程に３年（前

期課程における在学期間を含む。）在学し、各研究科の所定の単位を修得し、学位

論文を提出してその審査及び最終試験に合格すること。 

３ 第１項及び前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第７０条の２の規定に

より、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると

本大学院が、認めた者が博士課程の後期課程に入学した場合の博士課程修了の要件

は、同課程に３年以上在学し、学位論文を提出しその審査及び最終試験に合格する

こと。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を挙げた者については、

同課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

（学位論文及び最終試験の合否） 

第２７条 学位論文及び最終試験の合格、不合格は、当該研究科委員会の審査報告に

基づいて学長が決定する。 

２ 審査の方法は各研究科において決定する。 

 （学位） 

第２７条の２ 前条第１項により合格した者に次に定める学位を授与する。 

修士 

保健学研究科

保健学専攻 修士（保健学） 

看護学専攻 修士（看護学） 

臨床心理学専攻 修士（臨床心理学） 

国際協力研究科 

国際開発専攻 修士（開発学） 

国際医療協力専攻 修士（国際医療協力） 

グローバル・コミュニケーション専攻 修士（学術） 

博士 

医学研究科 博士（医学） 

保健学研究科 博士（保健学） 

博士（看護学） 

国際協力研究科 博士（学術） 

 （単位認定書の交付） 

第２８条 博士後期課程及び医学研究科博士課程において、在学期間中に所定の単位

を修得したが、学位論文の提出に至らなかった者は、単位認定書の交付を受けるこ

とができる。 

第７章 入学・休学・復学・退学及び転学 

 （入学の時期） 

第２９条 入学の時期は各学年の始めとする。 

 （入学の資格） 

第３０条 医学研究科に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）大学における医学、歯学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者

（２）大学における修業年限６年の薬学を履修する課程を卒業した者

学則-8



第3類（杏林大学大学院学則） 

（３）文部科学大臣の指定した者

（４）外国において、学校教育における１８年の課程を修了し、その最終の課程が医

学、歯学、獣医学又は薬学の課程であった者 

（５）医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程に４年以上在学し、又は外国にお

いて学校教育における医学、歯学、獣医学又は薬学を含む１６年の課程を修了し、

所定の単位を優れた成績をもって修得したものと大学院が認めた者 

２ 保健学研究科及び国際協力研究科に入学できる者は、次の各号の一に該当する者

とする。 

（１）大学を卒業した者

（２）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科

学大臣が定める日以後に修了した者 

（３）文部科学大臣の指定した者

（４）外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者

（５）大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における１５年の課程を修

了し、所定の単位を優れた成績をもって修得した者と大学院が認めた者 

（６）その他第１号に該当する者と同等以上の学力があると、大学院が認めた者で２

２歳に達したもの 

３ 保健学研究科及び国際協力研究科の博士後期課程に入学（本学前期課程からの進

学及び他大学大学院からの入学）する資格のある者は、修士の学位を有する者、文

部科学大臣の指定した者、又はそれと同等以上の学力があると、大学院が認めた者

で２４歳に達したものとする。 

（入学出願） 

第３１条 入学を志願する者は、別に定める入学検定料を添えて、所定の入学願書を

提出しなければならない。 

（入学許可者の選考） 

第３２条 入学は、志願者の学力、人物、健康等について選考のうえこれを許可する。 

（入学手続） 

第３３条 入学の許可を受けた者は、所定の期日までに所定の学納金を添えて誓約書

を提出しなければならない。 

（休学） 

第３４条 疾病その他やむを得ない事由のため、３月以上修学できないときは、学長

に願い出て休学をすることができる。この場合、その事由が病気であるときは、医

師の診断書を添付しなければならない。 

２ 休学の期間は１年を超えることはできない。ただし、特にやむを得ない事情があ

ると認められるときは、さらに１年を限り延長することがある。 

第３５条 疾病のために修学することが適当でないと認められる者に対しては、学長

は研究科委員会の議を経て、休学を命ずることができる。 

 （復学） 

第３６条 休学の期間中であっても、その事由が消滅したときは、学長に願い出て復

学することができる。この場合、休学の事由が病気であるときは、本学付属病院の
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医師の診断書を添付しなければならない。 

第３７条 休学の期間は、第１３条の修業年限に算入しない。 

 （退学） 

第３８条 疾病その他の事由により、退学しようとする者は、理由書を添え、保証人

連署のうえ当該研究科長を経て学長に願い出て、許可を受けなければならない。こ

の場合、退学の事由が疾病によるときは、医師の診断書を添付しなければならない。

ただし、死亡の場合は、死亡診断書等の確認により、死亡した日をもって退学とす

る。 

（再入学） 

第３９条 前条により退学した者で、退学の事由が消滅し、再び入学を願い出る者が

あるときは、当該研究科委員会の議を経て、これを許可することができる。 

２ 退学により再入学までの期間は本学学則第３７条の規定に準ずる。 

（転学） 

第４０条 他の大学院から本大学院に転入学を志願する者については、選考のうえこ

れを許可することがある。この場合、他の大学院において修得した単位及び在学年

数は本大学院における単位及び在学年数として、これを換算することができる。 

２ 本大学院から他の大学院に転学を志願する者は、主科目担当教授を経て学長に願

い出て、許可を受けなければならない。 

（教職課程） 

第４０条の２ 大学院に教職課程を置く。 

 （教育職員免許取得に必要な科目及び単位数） 

第４０条の３ 教育職員免許を得ようとする者は、別に定める大学院教職課程履修規

程及び教育職員免許法並びに同法施行規則の定めるところに従い、それぞれ所定の

科目及び単位を修得しなければならない。 

（免許状の種類及び履修研究科・専攻） 

第４０条の４ 前条に規定する単位を修得することによって得られる免許状の種類並

びに履修する研究科・専攻は次のとおりとする。 

履修する研究科・専攻 免 許 状 の 種 類 

保 健 学 研 究 科 

保 健 学 専 攻 

養 護 教 諭 専修免許状 養 護 

中 学 校 教 諭 専修免許状 保 健 

高等学校教諭 専修免許状 保 健 

第８章 除籍及び懲戒 

 （除籍）

第４１条 次の各号の一に該当する者は、当該研究科委員会の議を経て学長がこれを

除籍する。

（１）故なくして、３月以上授業料その他の学納金の納付を怠り、督促してもなお納

付しない者

（２）第３４条第２項に定める休学期間を超えて、なお修学できない者

（３）第１３条に定める在学年限を超える者
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（４）行方不明で失踪の届出のあった者

 （懲戒）

第４２条 本学の建学精神、教育方針に違背し、大学院学生としてふさわしくない行

為をした者は、当該研究科委員会の議を経て、学長が懲戒する。

２ 前項の懲戒は、その軽重に応じ、譴責、停学及び退学とする。

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

（１）性行不良で、改善の見込みのないと認められる者

（２）学力劣等で、成業の見込みがないと認められた者

（３）正当の理由がなくて、出席常でない者

（４）本学の定める諸規程に反し、又は学内の秩序を乱し、その他学生としての本分

に反した者

第９章 学納金

 （入学検定料、入学料等の額）

第４３条 本学に入学を志願する者は、別に定める入学検定料を納入しなければなら

ない。

２ 入学料、授業料その他の学納金の額については、別表４のとおりとする。

（授業料等の納入）

第４４条 授業料、施設設備費は、それぞれの年額の半額を前期、後期の始業時まで

に納入するものとする。

２ 休学又は停学中であっても、授業料等は徴収する。ただし、休学の期間が６か月

以上にわたる者の授業料その他の学納金については別に定めるところにより、減免

することがある。

３ 海外留学する場合、本学に納入すべき費用については別に定める。

４ 第２項の規定にかかわらず、国際協力研究科に在籍する者で企業等に在職中の者

が企業等の都合により第１６条に規定する１学期間にわたり休学する場合は、授業

料等は徴収しない。

５ 前項の規定により休学する者は、企業等の所属長による休学の事由書を添付の上、

学長に休学を願い出るものとする。ただし、授業料等を徴収しない休学の期間は、

１年を超えることはできない。

６ 授業料等学納金を所定の期日までに納入しない者は、授業への出席、図書の閲覧

その他施設の利用を認めない。

第４５条 授業料その他既納の学納金は、いかなる理由があっても還付しない。

第４６条 削除

第１０章 外国人特別生、科目等履修生、聴講生、特別聴講生、委託生及び研

究生

 （外国人特別生）

第４７条 大学院に入学を希望する外国人で、外務省在外公館又は自国公館の紹介あ

る者は、第３２条の規定にかかわらず選考のうえ、外国人特別生として入学を許可

することがある。

（科目等履修生）

第４７条の２ 本大学院の学生以外の者で本大学院の授業科目の一部を履修すること
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を希望する者がいるときは、教育研究上支障がない限り、科目等履修生としてこれ

を許可することができる。

２ 科目等履修生となることができる者は、次の各号の一に該当する者でその学力を

考査し、履修する科目を理解するに足る学力があると当該研究科委員会が認めた者

に限るものとする。

（１）修業年限４年以上の大学を卒業した者

（２）前号と同等以上の学力があると認められた者

３ 科目等履修生には本学則を準用する。

４ 科目等履修生には第２３条及び第２４条の定めにより所定の単位を与える。

５ 科目等履修生を希望する者の手続並びに選考料、登録料及び履修料については別

に定める。

 （聴講生）

第４８条 特定の学科目の聴講を志願するものがあるときは、当該研究科委員会にお

いて、その学力を考査し、欠員のある場合に限り聴講を許可することができる。

２ 聴講生を志願することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

（１）修業年限４年以上の大学を卒業した者

（２）前号と同等以上の学力があると認められた者

３ 聴講生を志願する者の手続き並びに選考料、登録料及び聴講料については別に定

める。

４ 大学院は、他大学大学院との協議に基づき、他大学大学院の学生で本大学院の授

業科目を履修する者を特別聴講生として受け入れることができる。この特別聴講生

については別に定める。

（委託生）

第４９条 公共団体又は他の大学大学院生等でその公共団体又はその大学大学院の委

託によって、大学院研究科における授業科目のなかで聴講を希望する者があるとき

は、欠員のある場合に限り当該研究科委員会の議を経た上で修学を許可することが

できる。

２ 委託生が、聴講科目の試験に合格したときはその授業科目の修了証を授与する。

３ 委託生を希望する者の手続き並びに選考料、登録料及び聴講料は別に定める。

（研究生）

第４９条の２ 大学院に研究生をおくことができる。

２ 研究生に関し必要な事項は別に定める。

第１１章 研究指導施設

 （研究指導施設）

第５０条 大学院に研究室、実験実習室を設ける。

２ 学生は、必要に応じ図書館、各学部の施設及び医学部付属病院の施設を使用する

ものとする。

第１２章 雑則

（改正） 

第５１条 この学則を改正しようとするときは、杏林学園運営審議会の議を経たうえ、

改正事項が単一の研究科に係る場合は当該研究科の研究科委員会に、２つ以上の研
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究科に関連する場合は関連する各研究科の研究科委員会に諮り、いずれも研究科委

員会委員の３分の２以上が出席し、出席者の３分の２以上の賛成を得たうえ、大学

院委員会及び理事会の承認を得なければならない。 

附 則 

１ 本学則に定めるもののほか、大学院学生については本学学則を準用する。 

２ 本学則を改正しようとするときは、研究科委員会委員の３分の２以上が出席し、

出席者の３分の２以上の賛成を得たうえ、大学院委員会の承認を得なければならな

い。 

３ 前項の学則の改正については、理事会の承認を要する。 

４ 本学則は、昭和５１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 本学則は、昭和５４年 ４月 １日から施行し、既に在学している学生にも適用す

る。 

附 則 

本学則は、昭和５７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和５９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和６１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ 本学則は、平成 ５年 ４月 １日から施行する。 

２ 本学則を改正しようとするときは、改正事項が単一の研究科に係る場合は当該研

究科の研究科委員会に、二つ以上の研究科に関連する場合は関連する各研究科の研

究科委員会に諮り、いずれも研究科委員会委員の３分の２以上が出席し、出席者の

３分の２以上の賛成を得たうえ、大学院委員会の承認を得なければならない。 

別表１ 

別表２ 

別表３ 

別表４ 

附 則 

本学則は、平成 ６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成 ７年 ４月 １日から施行する。ただし、第３０条第２項第４号

の改正規定は、平成 ６年 ８月１０日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成 ８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成 ９年 ４月 １日から施行する。 
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附 則 

本学則は、平成１０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成１１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ 本学則は、平成１１年 ７月 １日から施行する。 

２ 第４３条第１項は、平成１２年度入学志願者から適用する。 

附 則 

本学則は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 本学則は、平成１３年 ４月 １日から施行する。ただし、別表３（１）の専攻共

通科目中の事例研究については平成１２年１０月 １日から適用する。 

附 則 

１ 本学則は、平成１３年 ４月 １日から施行する。 

２ 別表３－２の授業科目は、平成１３年度以降の入学生から適用するものとし、別

表３－１の授業科目は、平成１２年度以前の入学生に適用する。 

３ 博士前期課程において平成１２年度以前の入学生は、国際協力研究科博士前期課

程履修規程に定める授業科目対応表により別表３－２の授業科目を受講するものと

する。ただし、単位認定については、別表３－１の授業科目で行う。 

附 則 

本学則は、平成１４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成１４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成１４年１０月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成１５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成１５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ 本学則は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

２ 別表３－３の授業科目は、平成１６年度以降の入学生から適用する。 

附 則 

１ 本学則は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

２ 別表３－３（２）の授業科目は、平成１５年度以前の入学生にも適用する。 

附 則 

本学則は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ 本学則は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

２ 改正後の第４３条（別表４）及び第４４条については、平成１８年 ４月 １日

以降の入学生から適用し、平成１７年１０月 １日以前の入学生については、改正
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前の学則を適用する。 

附 則 

本学則は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

１ 本学則は、平成２０年 ４月 １日から施行する。ただし、第４９条の２の規定

は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 別表２－２及び２－３の授業科目は、平成２０年度以降の入学生から適用するも

のとし、別表２－１の授業科目は、平成１９年度以前の入学生に適用する。 

附 則 

本学則は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成２１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ 本学則は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の第１４条、第１８条、第２７条の２及び第４３条（別表

４）の規定は、平成２２年４月１日以降の入学生に適用し、平成２１年１０月１日

以前の入学生については、改正前の学則を適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ 本学則は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の第１８条の規定は、平成２２年４月１日以降の入学生に

適用し、平成２１年１０月１日以前の入学生については、改正前の学則を適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ 本学則は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の第１８条の規定は、平成２３年４月１日以降の入学生に

適用し、平成２２年１０月１日以前の入学生については、改正前の学則を適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ 本学則は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表２－４及び２－５の授業科目は、平成２４年度以降の入学生から適用するも

のとし、別表２－１、２－２、２－３の授業科目は、平成２３年度以前の入学生に
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適用する。 

附 則 

本学則は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 （施行期日）

１ 本学則は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表２－６の授業科目は、平成２５年度以降の入学生から適用するものとし、平成２

４年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。

附 則 

本学則は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 （施行期日）

１ 本学則は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則による改正後の第１８条の規定は、平成２６年４月１日以降の入学生に適用

し、平成２５年９月１５日以前の入学生については、改正前の学則を適用する。

附 則 

 （施行期日）

１ 本学則は、平成２７年 ４月 １日から施行する。

 （経過措置）

２ この学則による改正後の第１８条の規定は、平成２７年４月１日以降の入学生に適用

し、平成２６年 ９月１５日以前の入学生については、改正前の学則を適用する。

附 則 

 （施行期日）

１ 本学則は、平成２８年 ４月 １日から施行する。

 （経過措置）

２ 別表３―４の授業科目は、平成２８年４月１日以降の入学生から適用するものとし、

平成２７年 ９月１５日以前の入学生については、改正前の学則を適用する。

附 則 

本学則は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 （施行期日）

１ 本学則は、平成３１年 ４月 １日より施行する。

 （経過措置）

２ この学則による改正後の第４条、第４条の２、第１４条、第２７条の２および別

表３－４の規定は、平成３１年４月１日以降の入学生に適用し、平成３０年９月１
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５日以前の入学生については、改正前の学則を適用する。

附 則 

本学則は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

本学則は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 
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別表１－１ 

医学研究科における授業科目及び単位 

（平成２２年度入学者から適用） 

専攻 専 門 分 野 授 業 科 目 単位数 

生

理

系

器 官 構 築 学 

肉 眼 解 剖 学  講 義 ・ 演 習 

肉 眼 解 剖 学  実 験 ・ 実 習 

顕 微 解 剖 学  講 義 ・ 演 習 

顕 微 解 剖 学  実 験 ・ 実 習 

ゲ ノ ム ・ 遺 伝 学  講 義 ・ 演 習 

ゲ ノ ム ・ 遺 伝 学  実 験 ・ 実 習 

器 官 構 築 学  課 題 研 究 

器 官 構 築 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

病 態 生 化 学 

分 子 細 胞 生 物 学  講 義 ・ 演 習 

分 子 細 胞 生 物 学  実 験 ・ 実 習 

代 謝 生 化 学  講 義 ・ 演 習 

代 謝 生 化 学  実 験 ・ 実 習 

分 子 機 能 生 化 学  講 義 ・ 演 習 

分 子 機 能 生 化 学  実 験 ・ 実 習 

病 態 生 化 学  課 題 研 究 

病 態 生 化 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

生 体 機 能 制 御 学 

細 胞 生 理 学 講 義 ・ 演 習 

細 胞 生 理 学 実 験 ・ 実 習 

統 合 生 理 学 講 義 ・ 演 習 

統 合 生 理 学 実 験 ・ 実 習 

生 体 物 理 工 学  講 義 ・ 演 習 

生 体 物 理 工 学  実 験 ・ 実 習 

生 体 機 能 制 御 学  課 題 研 究 

生 体 機 能 制 御 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

分 子 細 胞 薬 理 学 

分 子 細 胞 薬 理 学  講 義 ・ 演 習 

分 子 細 胞 薬 理 学  実 験 ・ 実 習 

分 子 細 胞 薬 理 学  課 題 研 究 

分 子 細 胞 薬 理 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

病

理

系

病 理 学

病 理 学 講 義 ・ 演 習 

病 理 学 実 験 ・ 実 習 

病 理 学 課 題 研 究 

病 理 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学  講 義 ・ 演 習 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学  実 験 ・ 実 習 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学  課 題 研 究 

感染症・熱帯病学  研究論文演習 

４ 

８ 

８ 

４ 
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臨 床 検 査 医 学 

臨 床 検 査 医 学  講 義 ・ 演 習 

臨 床 検 査 医 学  実 験 ・ 実 習 

臨 床 検 査 医 学  課 題 研 究 

臨 床 検 査 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

社

会

医

学

系

社 会 医 療 情 報 学 

社 会 医 療 情 報 学  講 義 ・ 演 習 

社 会 医 療 情 報 学  実 験 ・ 実 習 

社 会 医 療 情 報 学  課 題 研 究 

社 会 医 療 情 報 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

法 科 学

法 科 学 講 義 ・ 演 習 

法 科 学 実 験 ・ 実 習 

法 科 学 課 題 研 究 

法 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

内

科

系

内 科 学

呼 吸 器 内 科 学 講 義 ・ 演 習 

呼 吸 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

神 経 内 科 学  講 義 ・ 演 習 

神 経 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科学 講義・演習 

腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科学 実験・実習 

循 環 器 内 科 学 講 義 ・ 演 習 

循 環 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

血 液 内 科 学  講 義 ・ 演 習 

血 液 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

消 化 器 内 科 学  講 義 ・ 演 習 

消 化 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

糖尿病・内分泌・代謝内科学 講義・演習 

糖尿病・内分泌・代謝内科学 実験・実習 

腫 瘍 内 科 学 講 義 ・ 演 習 

腫 瘍 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

内 科 学 課 題 研 究 

内 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

加 齢 医 学

加 齢 医 学 講 義 ・ 演 習 

加 齢 医 学 実 験 ・ 実 習 

加 齢 医 学 課 題 研 究 

加 齢 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

総 合 医 療 学 

総 合 医 療 学  講 義 ・ 演 習 

総 合 医 療 学  実 験 ･ 実 習 

総 合 医 療 学  課 題 研 究 

総 合 医 療 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 
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内

科

系

小 児 科 学

小 児 科 学  講 義 ・ 演 習 

小 児 科 学  実 験 ・ 実 習 

小 児 科 学  課 題 研 究 

小 児 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

精 神 神 経 科 学 

精 神 神 経 科 学  講 義 ・ 演 習 

精 神 神 経 科 学  実 験 ・ 実 習 

精 神 神 経 科 学  課 題 研 究 

精 神 神 経 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

皮 膚 科 学

皮 膚 科 学  講 義 ・ 演 習 

皮 膚 科 学  実 験 ・ 実 習 

皮 膚 科 学  課 題 研 究 

皮 膚 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

放 射 線 医 学 

放 射 線 医 学  講 義 ・ 演 習 

放 射 線 医 学  実 験 ・ 実 習 

放 射 線 医 学  課 題 研 究 

放 射 線 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

外

科

系

外 科 学

消化器・一般外科学 講義・演習 

消化器・一般外科学 実験・実習 

呼吸器・甲状腺外科学 講義・演習 

呼吸器・甲状腺外科学 実験・実習 

乳 腺 外 科 学 講 義 ・ 演 習 

乳 腺 外 科 学 実 験 ・ 実 習 

外 科 学 課 題 研 究 

外 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

救 急 医 学

救 急 医 学 講 義 ・ 演 習 

救 急 医 学 実 験 ・ 実 習 

救 急 医 学 課 題 研 究 

救 急 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

整 形 外 科 学 

整 形 外 科 学 講 義 ・ 演 習 

整 形 外 科 学 実 験 ・ 実 習 

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 医 学 講 義 ・ 演 習 

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 医 学 実 験 ・ 実 習 

整 形 外 科 学  課 題 研 究 

整 形 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

脳 神 経 外 科 学 

脳 神 経 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

脳 神 経 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

脳 神 経 外 科 学  課 題 研 究 

脳 神 経 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 
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外

科

系

心 臓 血 管 外 科 学 

心 臓 血 管 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

心 臓 血 管 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

心 臓 血 管 外 科 学  課 題 研 究 

心 臓 血 管 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

産 科 婦 人 科 学 

産 科 婦 人 科 学  講 義 ・ 演 習 

産 科 婦 人 科 学  実 験 ・ 実 習 

産 科 婦 人 科 学  課 題 研 究 

産 科 婦 人 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

眼 科 学

眼 科 学 講 義 ・ 演 習 

眼 科 学 実 験 ・ 実 習 

眼 科 学 課 題 研 究 

眼 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

耳 鼻 咽 喉 科 学 

耳 鼻 咽 喉 科 学  講 義 ・ 演 習 

耳 鼻 咽 喉 科 学  実 験 ・ 実 習 

耳 鼻 咽 喉 科 学  課 題 研 究 

耳 鼻 咽 喉 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

泌 尿 器 科 学 

泌 尿 器 科 学 講 義 ・ 演 習 

泌 尿 器 科 学 実 験 ・ 実 習 

泌 尿 器 科 学 課 題 研 究 

泌 尿 器 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

麻 酔 科 学

麻 酔 科 学 講 義 ・ 演 習 

麻 酔 科 学 実 験 ・ 実 習 

麻 酔 科 学 課 題 研 究 

麻 酔 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

小 児 外 科 学 

小 児 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

小 児 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

小 児 外 科 学  課 題 研 究 

小 児 外 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

形 成 外 科 学 

形 成 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

形 成 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

形 成 外 科 学  課 題 研 究 

形 成 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

専 攻 共 通 科 目 
基 礎 臨 床 共 通 講 義 Ⅰ ４ 

基 礎 臨 床 共 通 講 義 Ⅱ ２ 
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別表１－２ 

医学研究科における授業科目及び単位 

（平成２７年度入学者から適用） 

専攻 専 門 分 野 授 業 科 目 単位数 

生

理

系

器 官 構 築 学 

肉 眼 解 剖 学  講 義 ・ 演 習 

肉 眼 解 剖 学  実 験 ・ 実 習 

顕 微 解 剖 学  講 義 ・ 演 習 

顕 微 解 剖 学  実 験 ・ 実 習 

ゲ ノ ム ・ 遺 伝 学  講 義 ・ 演 習 

ゲ ノ ム ・ 遺 伝 学  実 験 ・ 実 習 

器 官 構 築 学  課 題 研 究 

器 官 構 築 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

病 態 生 化 学 

分 子 細 胞 生 物 学  講 義 ・ 演 習 

分 子 細 胞 生 物 学  実 験 ・ 実 習 

代 謝 生 化 学  講 義 ・ 演 習 

代 謝 生 化 学  実 験 ・ 実 習 

分 子 機 能 生 化 学  講 義 ・ 演 習 

分 子 機 能 生 化 学  実 験 ・ 実 習 

病 態 生 化 学  課 題 研 究 

病 態 生 化 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

生 体 機 能 制 御 学 

細 胞 生 理 学 講 義 ・ 演 習 

細 胞 生 理 学 実 験 ・ 実 習 

統 合 生 理 学 講 義 ・ 演 習 

統 合 生 理 学 実 験 ・ 実 習 

生 体 物 理 工 学  講 義 ・ 演 習 

生 体 物 理 工 学  実 験 ・ 実 習 

生 体 機 能 制 御 学  課 題 研 究 

生 体 機 能 制 御 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

分 子 細 胞 薬 理 学 

分 子 細 胞 薬 理 学  講 義 ・ 演 習 

分 子 細 胞 薬 理 学  実 験 ・ 実 習 

分 子 細 胞 薬 理 学  課 題 研 究 

分 子 細 胞 薬 理 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

病

理

系

病 理 学

病 理 学 講 義 ・ 演 習 

病 理 学 実 験 ・ 実 習 

病 理 学 課 題 研 究 

病 理 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学  講 義 ・ 演 習 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学  実 験 ・ 実 習 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学  課 題 研 究 

感染症・熱帯病学  研究論文演習 

４ 

８ 

８ 

４ 

学則-22



第3類（杏林大学大学院学則） 

臨 床 検 査 医 学 

臨 床 検 査 医 学  講 義 ・ 演 習 

臨 床 検 査 医 学  実 験 ・ 実 習 

臨 床 検 査 医 学  課 題 研 究 

臨 床 検 査 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

社

会

医

学

系

社 会 医 療 情 報 学 

社 会 医 療 情 報 学  講 義 ・ 演 習 

社 会 医 療 情 報 学  実 験 ・ 実 習 

社 会 医 療 情 報 学  課 題 研 究 

社 会 医 療 情 報 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

法 科 学

法 科 学 講 義 ・ 演 習 

法 科 学 実 験 ・ 実 習 

法 科 学 課 題 研 究 

法 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

内

科

系

内 科 学

呼 吸 器 内 科 学 講 義 ・ 演 習 

呼 吸 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

神 経 内 科 学  講 義 ・ 演 習 

神 経 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科学 講義・演習 

腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科学 実験・実習 

循 環 器 内 科 学 講 義 ・ 演 習 

循 環 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

血 液 内 科 学  講 義 ・ 演 習 

血 液 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

消 化 器 内 科 学  講 義 ・ 演 習 

消 化 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

糖尿病・内分泌・代謝内科学 講義・演習 

糖尿病・内分泌・代謝内科学 実験・実習 

腫 瘍 内 科 学 講 義 ・ 演 習 

腫 瘍 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

内 科 学 課 題 研 究 

内 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

脳 卒 中 医 学 

脳 卒 中 医 学  講 義 ・ 演 習 

脳 卒 中 医 学  実 験 ・ 実 習 

脳 卒 中 医 学  課 題 研 究 

脳 卒 中 医 学  研 究 論 文 演 習 

４

８

８

４ 

加 齢 医 学

加 齢 医 学 講 義 ・ 演 習 

加 齢 医 学 実 験 ・ 実 習 

加 齢 医 学 課 題 研 究 

加 齢 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 
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内

科

系

総 合 医 療 学 

総 合 医 療 学 講 義 ・ 演 習 

総 合 医 療 学 実 験 ･ 実 習 

総 合 医 療 学 課 題 研 究 

総 合 医 療 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

小 児 科 学

小 児 科 学 講 義 ・ 演 習 

小 児 科 学 実 験 ・ 実 習 

小 児 科 学 課 題 研 究 

小 児 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

精 神 神 経 科 学 

精 神 神 経 科 学  講 義 ・ 演 習 

精 神 神 経 科 学  実 験 ・ 実 習 

精 神 神 経 科 学  課 題 研 究 

精 神 神 経 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

皮 膚 科 学

皮 膚 科 学  講 義 ・ 演 習 

皮 膚 科 学  実 験 ・ 実 習 

皮 膚 科 学  課 題 研 究 

皮 膚 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

放 射 線 医 学 

放 射 線 医 学  講 義 ・ 演 習 

放 射 線 医 学  実 験 ・ 実 習 

放 射 線 医 学  課 題 研 究 

放 射 線 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

外

科

系

外 科 学

消化器・一般外科学 講義・演習 

消化器・一般外科学 実験・実習 

呼吸器・甲状腺外科学 講義・演習 

呼吸器・甲状腺外科学 実験・実習 

乳 腺 外 科 学 講 義 ・ 演 習 

乳 腺 外 科 学 実 験 ・ 実 習 

外 科 学 課 題 研 究 

外 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

救 急 医 学

救 急 医 学 講 義 ・ 演 習 

救 急 医 学 実 験 ・ 実 習 

救 急 医 学 課 題 研 究 

救 急 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

整 形 外 科 学 

整 形 外 科 学 講 義 ・ 演 習 

整 形 外 科 学 実 験 ・ 実 習 

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 医 学 講 義 ・ 演 習 

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 医 学 実 験 ・ 実 習 

整 形 外 科 学  課 題 研 究 

整 形 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 
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外

科

系

脳 神 経 外 科 学 

脳 神 経 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

脳 神 経 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

脳 神 経 外 科 学  課 題 研 究 

脳 神 経 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

心 臓 血 管 外 科 学 

心 臓 血 管 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

心 臓 血 管 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

心 臓 血 管 外 科 学  課 題 研 究 

心 臓 血 管 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

産 科 婦 人 科 学 

産 科 婦 人 科 学  講 義 ・ 演 習 

産 科 婦 人 科 学  実 験 ・ 実 習 

産 科 婦 人 科 学  課 題 研 究 

産 科 婦 人 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

眼 科 学

眼 科 学 講 義 ・ 演 習 

眼 科 学 実 験 ・ 実 習 

眼 科 学 課 題 研 究 

眼 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

耳 鼻 咽 喉 科 学 

耳 鼻 咽 喉 科 学  講 義 ・ 演 習 

耳 鼻 咽 喉 科 学  実 験 ・ 実 習 

耳 鼻 咽 喉 科 学  課 題 研 究 

耳 鼻 咽 喉 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

泌 尿 器 科 学 

泌 尿 器 科 学 講 義 ・ 演 習 

泌 尿 器 科 学 実 験 ・ 実 習 

泌 尿 器 科 学 課 題 研 究 

泌 尿 器 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

麻 酔 科 学

麻 酔 科 学 講 義 ・ 演 習 

麻 酔 科 学 実 験 ・ 実 習 

麻 酔 科 学 課 題 研 究 

麻 酔 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

小 児 外 科 学 

小 児 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

小 児 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

小 児 外 科 学  課 題 研 究 

小 児 外 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

形 成 外 科 学 

形 成 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

形 成 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

形 成 外 科 学  課 題 研 究 

形 成 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

専 攻 共 通 科 目 
基 礎 臨 床 共 通 講 義 Ⅰ ４ 

基 礎 臨 床 共 通 講 義 Ⅱ ２ 
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別表１－３ 

医学研究科における授業科目及び単位 

（平成３１年度入学者から適用） 

専攻 専 門 分 野 授 業 科 目 単位数 

生

理

系

器 官 構 築 学 

肉 眼 解 剖 学  講 義 ・ 演 習 

肉 眼 解 剖 学  実 験 ・ 実 習 

顕 微 解 剖 学  講 義 ・ 演 習 

顕 微 解 剖 学  実 験 ・ 実 習 

ゲ ノ ム ・ 遺 伝 学  講 義 ・ 演 習 

ゲ ノ ム ・ 遺 伝 学  実 験 ・ 実 習 

器 官 構 築 学  課 題 研 究 

器 官 構 築 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

病 態 生 化 学 

分 子 細 胞 生 物 学  講 義 ・ 演 習 

分 子 細 胞 生 物 学  実 験 ・ 実 習 

代 謝 生 化 学  講 義 ・ 演 習 

代 謝 生 化 学  実 験 ・ 実 習 

分 子 機 能 生 化 学  講 義 ・ 演 習 

分 子 機 能 生 化 学  実 験 ・ 実 習 

病 態 生 化 学  課 題 研 究 

病 態 生 化 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

生 体 機 能 制 御 学 

病 態 生 理 学 講 義 ・ 演 習 

病 態 生 理 学 実 験 ・ 実 習 

統 合 生 理 学 講 義 ・ 演 習 

統 合 生 理 学 実 験 ・ 実 習 

生 体 物 理 工 学  講 義 ・ 演 習 

生 体 物 理 工 学  実 験 ・ 実 習 

生 体 機 能 制 御 学  課 題 研 究 

生 体 機 能 制 御 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

分 子 細 胞 薬 理 学 

分 子 細 胞 薬 理 学  講 義 ・ 演 習 

分 子 細 胞 薬 理 学  実 験 ・ 実 習 

分 子 細 胞 薬 理 学  課 題 研 究 

分 子 細 胞 薬 理 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

病

理

系

病 理 学

病 理 学 講 義 ・ 演 習 

病 理 学 実 験 ・ 実 習 

病 理 学 課 題 研 究 

病 理 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学  講 義 ・ 演 習 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学  実 験 ・ 実 習 

感 染 症 ・ 熱 帯 病 学  課 題 研 究 

感染症・熱帯病学  研究論文演習 

４ 

８ 

８ 

４ 
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臨 床 検 査 医 学 

臨 床 検 査 医 学  講 義 ・ 演 習 

臨 床 検 査 医 学  実 験 ・ 実 習 

臨 床 検 査 医 学  課 題 研 究 

臨 床 検 査 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

社

会

医

学

系

社 会 医 療 情 報 学 

社 会 医 療 情 報 学  講 義 ・ 演 習 

社 会 医 療 情 報 学  実 験 ・ 実 習 

社 会 医 療 情 報 学  課 題 研 究 

社 会 医 療 情 報 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

法 科 学

法 科 学 講 義 ・ 演 習 

法 科 学 実 験 ・ 実 習 

法 科 学 課 題 研 究 

法 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

内

科

系

内 科 学

呼 吸 器 内 科 学 講 義 ・ 演 習 

呼 吸 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

神 経 内 科 学  講 義 ・ 演 習 

神 経 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科学 講義・演習 

腎臓・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科学 実験・実習 

循 環 器 内 科 学 講 義 ・ 演 習 

循 環 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

血 液 内 科 学  講 義 ・ 演 習 

血 液 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

消 化 器 内 科 学  講 義 ・ 演 習 

消 化 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

糖尿病・内分泌・代謝内科学 講義・演習 

糖尿病・内分泌・代謝内科学 実験・実習 

腫 瘍 内 科 学 講 義 ・ 演 習 

腫 瘍 内 科 学  実 験 ・ 実 習 

内 科 学 課 題 研 究 

内 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

脳 卒 中 医 学 

脳 卒 中 医 学  講 義 ・ 演 習 

脳 卒 中 医 学  実 験 ・ 実 習 

脳 卒 中 医 学  課 題 研 究 

脳 卒 中 医 学  研 究 論 文 演 習 

４

８

８

４ 

加 齢 医 学

加 齢 医 学 講 義 ・ 演 習 

加 齢 医 学 実 験 ・ 実 習 

加 齢 医 学 課 題 研 究 

加 齢 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 
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内

科

系

総 合 医 療 学 

総 合 医 療 学 講 義 ・ 演 習 

総 合 医 療 学 実 験 ･ 実 習 

総 合 医 療 学 課 題 研 究 

総 合 医 療 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

小 児 科 学

小 児 科 学 講 義 ・ 演 習 

小 児 科 学 実 験 ・ 実 習 

小 児 科 学 課 題 研 究 

小 児 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

精 神 神 経 科 学 

精 神 神 経 科 学  講 義 ・ 演 習 

精 神 神 経 科 学  実 験 ・ 実 習 

精 神 神 経 科 学  課 題 研 究 

精 神 神 経 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

皮 膚 科 学

皮 膚 科 学  講 義 ・ 演 習 

皮 膚 科 学  実 験 ・ 実 習 

皮 膚 科 学  課 題 研 究 

皮 膚 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

放 射 線 医 学 

放 射 線 医 学  講 義 ・ 演 習 

放 射 線 医 学  実 験 ・ 実 習 

放 射 線 医 学  課 題 研 究 

放 射 線 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

外

科

系

外 科 学

消化器・一般外科学 講義・演習 

消化器・一般外科学 実験・実習 

呼吸器・甲状腺外科学 講義・演習 

呼吸器・甲状腺外科学 実験・実習 

乳 腺 外 科 学 講 義 ・ 演 習 

乳 腺 外 科 学 実 験 ・ 実 習 

外 科 学 課 題 研 究 

外 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 

救 急 医 学

救 急 医 学 講 義 ・ 演 習 

救 急 医 学 実 験 ・ 実 習 

救 急 医 学 課 題 研 究 

救 急 医 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

整 形 外 科 学 

整 形 外 科 学 講 義 ・ 演 習 

整 形 外 科 学 実 験 ・ 実 習 

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 医 学 講 義 ・ 演 習 

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 医 学 実 験 ・ 実 習 

整 形 外 科 学  課 題 研 究 

整 形 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

４ 

８ 

８ 

４ 
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外

科

系

脳 神 経 外 科 学 

脳 神 経 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

脳 神 経 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

脳 神 経 外 科 学  課 題 研 究 

脳 神 経 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

心 臓 血 管 外 科 学 

心 臓 血 管 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

心 臓 血 管 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

心 臓 血 管 外 科 学  課 題 研 究 

心 臓 血 管 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

産 科 婦 人 科 学 

産 科 婦 人 科 学  講 義 ・ 演 習 

産 科 婦 人 科 学  実 験 ・ 実 習 

産 科 婦 人 科 学  課 題 研 究 

産 科 婦 人 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

眼 科 学

眼 科 学 講 義 ・ 演 習 

眼 科 学 実 験 ・ 実 習 

眼 科 学 課 題 研 究 

眼 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

耳 鼻 咽 喉 科 学 

耳 鼻 咽 喉 科 学  講 義 ・ 演 習 

耳 鼻 咽 喉 科 学  実 験 ・ 実 習 

耳 鼻 咽 喉 科 学  課 題 研 究 

耳 鼻 咽 喉 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

泌 尿 器 科 学 

泌 尿 器 科 学 講 義 ・ 演 習 

泌 尿 器 科 学 実 験 ・ 実 習 

泌 尿 器 科 学 課 題 研 究 

泌 尿 器 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

麻 酔 科 学

麻 酔 科 学 講 義 ・ 演 習 

麻 酔 科 学 実 験 ・ 実 習 

麻 酔 科 学 課 題 研 究 

麻 酔 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

小 児 外 科 学 

小 児 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

小 児 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

小 児 外 科 学  課 題 研 究 

小 児 外 科 学 研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

形 成 外 科 学 

形 成 外 科 学  講 義 ・ 演 習 

形 成 外 科 学  実 験 ・ 実 習 

形 成 外 科 学  課 題 研 究 

形 成 外 科 学  研 究 論 文 演 習 

４ 

８ 

８ 

４ 

専 攻 共 通 科 目 
基 礎 臨 床 共 通 講 義 Ⅰ ４ 

基 礎 臨 床 共 通 講 義 Ⅱ ２ 
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 別表１－４ 

医学研究科における授業科目及び単位 

（令和４年度入学者からの適用） 

科目区分 授業科目 
単位数 

必修 選択 

共
通

科
目

特 別 研 究 ８

医 学 研 究 講 義 Ⅰ

医 学 研 究 講 義 Ⅱ

４ 

２ 

専
門
科
目

脳 神 経 内 科 学  講 義 ・ 演 習

脳 神 経 内 科 学  実 験 ・ 実 習

脳 神 経 内 科 学  課 題 研 究

呼 吸 器 内 科 学  講 義 ・ 演 習

呼 吸 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習

呼 吸 器 内 科 学  課 題 研 究

腎臓・リウマチ膠原病内科学  講 義 ・ 演 習

腎臓・リウマチ膠原病内科学  実 験 ・ 実 習

腎臓・リウマチ膠原病内科学  課 題 研 究

循 環 器 内 科 学  講 義 ・ 演 習

循 環 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習

循 環 器 内 科 学  課 題 研 究

血 液 内 科 学   講 義 ・ 演 習

血 液 内 科 学   実 験 ・ 実 習

血 液 内 科 学  課 題 研 究

糖尿病・内分泌・代謝内科学  講 義 ・ 演 習

糖尿病・内分泌・代謝内科学  実 験 ・ 実 習

糖尿病・内分泌・代謝内科学  課 題 研 究

消 化 器 内 科 学  講 義 ・ 演 習

消 化 器 内 科 学  実 験 ・ 実 習

消 化 器 内 科 学  課 題 研 究

腫 瘍 内 科 学   講 義 ・ 演 習

腫 瘍 内 科 学   実 験 ・ 実 習

腫 瘍 内 科 学  課 題 研 究

高 齢 医 学   講 義 ・ 演 習

高 齢 医 学   実 験 ・ 実 習

高 齢 医 学  課 題 研 究

精 神 神 経 科 学  講 義 ・ 演 習

精 神 神 経 科 学  実 験 ・ 実 習

精 神 神 経 科 学  課 題 研 究

４

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 
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小 児 科 学   講 義 ・ 演 習

小 児 科 学   実 験 ・ 実 習

小 児 科 学  課 題 研 究

消 化 器 ・ 一 般 外 科 学  講 義 ・ 演 習

消 化 器 ・ 一 般 外 科 学  実 験 ・ 実 習

消 化 器 ・ 一 般 外 科 学 課 題 研 究

呼吸器・甲状腺外科学  講 義 ・ 演 習

呼吸器・甲状腺外科学  実 験 ・ 実 習

呼吸器・甲状腺外科学 課 題 研 究

乳 腺 外 科 学   講 義 ・ 演 習

乳 腺 外 科 学   実 験 ・ 実 習

乳 腺 外 科 学  課 題 研 究

小 児 外 科 学   講 義 ・ 演 習

小 児 外 科 学   実 験 ・ 実 習

小 児 外 科 学  課 題 研 究

救 急 医 学   講 義 ・ 演 習

救 急 医 学   実 験 ・ 実 習

救 急 医 学  課 題 研 究

脳 神 経 外 科 学  講 義 ・ 演 習

脳 神 経 外 科 学  実 験 ・ 実 習

脳 神 経 外 科 学  課 題 研 究

心 臓 血 管 外 科 学  講 義 ・ 演 習

心 臓 血 管 外 科 学  実 験 ・ 実 習

心 臓 血 管 外 科 学  課 題 研 究

整 形 外 科 学   講 義 ・ 演 習

整 形 外 科 学   実 験 ・ 実 習

整 形 外 科 学  課 題 研 究

皮 膚 科 学   講 義 ・ 演 習

皮 膚 科 学   実 験 ・ 実 習

皮 膚 科 学  課 題 研 究

形 成 外 科 学   講 義 ・ 演 習

形 成 外 科 学   実 験 ・ 実 習

形 成 外 科 学  課 題 研 究

泌 尿 器 科 学   講 義 ・ 演 習

泌 尿 器 科 学   実 験 ・ 実 習

泌 尿 器 科 学  課 題 研 究

眼 科 学   講 義 ・ 演 習

眼 科 学   実 験 ・ 実 習

４

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

学則-31



第3類（杏林大学大学院学則） 

眼 科 学  課 題 研 究

耳 鼻 咽 喉 科 学  講 義 ・ 演 習

耳 鼻 咽 喉 科 学  実 験 ・ 実 習

耳 鼻 咽 喉 科 学  課 題 研 究

産 科 婦 人 科 学  講 義 ・ 演 習

産 科 婦 人 科 学  実 験 ・ 実 習

産 科 婦 人 科 学  課 題 研 究

放 射 線 医 学   講 義 ・ 演 習

放 射 線 医 学   実 験 ・ 実 習

放 射 線 医 学  課 題 研 究

放 射 線 腫 瘍 学  講 義 ・ 演 習

放 射 線 腫 瘍 学  実 験 ・ 実 習

放 射 線 腫 瘍 学  課 題 研 究

麻 酔 科 学   講 義 ・ 演 習

麻 酔 科 学   実 験 ・ 実 習

麻 酔 科 学  課 題 研 究

臨 床 検 査 医 学  講 義 ・ 演 習

臨 床 検 査 医 学  実 験 ・ 実 習

臨 床 検 査 医 学  課 題 研 究

総 合 医 療 学   講 義 ・ 演 習

総 合 医 療 学   実 験 ・ 実 習

総 合 医 療 学  課 題 研 究

リハビリテーション医学 講 義 ・ 演 習

リハビリテーション医学 実 験 ・ 実 習

リハビリテーション医学  課 題 研 究

脳 卒 中 医 学   講 義 ・ 演 習

脳 卒 中 医 学   実 験 ・ 実 習

脳 卒 中 医 学  課 題 研 究

肉 眼 解 剖 学   講 義 ・ 演 習

肉 眼 解 剖 学   実 験 ・ 実 習

肉 眼 解 剖 学  課 題 研 究

顕 微 解 剖 学   講 義 ・ 演 習

顕 微 解 剖 学   実 験 ・ 実 習

顕 微 解 剖 学  課 題 研 究

統 合 生 理 学   講 義 ・ 演 習

統 合 生 理 学   実 験 ・ 実 習

統 合 生 理 学  課 題 研 究

病 態 生 理 学   講 義 ・ 演 習

８

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 
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病 態 生 理 学   実 験 ・ 実 習

病 態 生 理 学  課 題 研 究

代 謝 生 化 学   講 義 ・ 演 習

代 謝 生 化 学   実 験 ・ 実 習

代 謝 生 化 学  課 題 研 究

細 胞 生 化 学   講 義 ・ 演 習

細 胞 生 化 学   実 験 ・ 実 習

細 胞 生 化 学  課 題 研 究

薬 理 学   講 義 ・ 演 習

薬 理 学   実 験 ・ 実 習

薬 理 学  課 題 研 究

病 理 学   講 義 ・ 演 習

病 理 学   実 験 ・ 実 習

病 理 学  課 題 研 究

感 染 症 学   講 義 ・ 演 習

感 染 症 学   実 験 ・ 実 習

感 染 症 学  課 題 研 究

衛 生 学 ・ 公 衆 衛 生 学  講 義 ・ 演 習

衛 生 学 ・ 公 衆 衛 生 学  実 験 ・ 実 習

衛 生 学 ・ 公 衆 衛 生 学 課 題 研 究

法 医 学   講 義 ・ 演 習

法 医 学   実 験 ・ 実 習

法 医 学  課 題 研 究

発 生 ・ 遺 伝 学  講 義 ・ 演 習

発 生 ・ 遺 伝 学  実 験 ・ 実 習

発 生 ・ 遺 伝 学  課 題 研 究

生 体 物 理 工 学  講 義 ・ 演 習

生 体 物 理 工 学  実 験 ・ 実 習

生 体 物 理 工 学  課 題 研 究

分 子 機 能 生 化 学  講 義 ・ 演 習

分 子 機 能 生 化 学  実 験 ・ 実 習

分 子 機 能 生 化 学  課 題 研 究

４

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 

４ 

４ 

８ 
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別表２－１ 

保健学研究科保健学専攻における授業科目及び単位 

（平成２９年度入学者から適用） 

（１）博士前期課程

専門分野 授業科目 単位数 

臨床検査・生命科学分野 

細 胞 診 断 学 特 論

感 染 症 学 特 論

感 染 症 疫 学 特 論

免 疫 学 特 論

解 剖 学 特 論

機 能 性 分 子 化 学 特 論

呼 吸 器 病 学

薬 理 学 特 論

生 体 情 報 学 特 論

腫 瘍 病 理 学

免 疫 血 液 学 特 論

生 体 分 子 検 査 学 特 論 （ １ ）

生 体 分 子 検 査 学 特 論 （ ２ ）

感 染 症 バ イ オ セ ー フ テ ィ 学

計 算 科 学 特 論

臨 床 細 胞 遺 伝 学 特 論

解 剖 学 特 論 （ 感 覚 系 ）

炎 症 免 疫 学

神 経 生 物 学 特 論

婦 人 科 腫 瘍 学 特 論

血 液 疾 患 薬 理 学

解 剖 学 特 論 （ 神 経 発 生 ）

神 経 学 特 論

遺 伝 子 機 能 解 析 学 特 論

細 菌 ・ ウ イ ル ス 学 特 論

臨床検査 ・生命科 学特別講 義Ⅰ

臨床検査 ・生命科 学特別講 義Ⅱ

細 胞 診 断 学 演 習

感 染 管 理

薬 物 動 態 分 析 技 術

感 染 制 御 学 演 習

細 胞 内 寄 生 体 学

免 疫 解 析 技 術

光 学 ・ 電 子 顕 微 鏡 技 術

機 能 分 子 化 学 演 習

生 理 機 能 解 析 技 術

生 体 分 子 検 査 学 演 習 （ １ ）

輸 血 検 査 学 演 習

計 算 科 学 演 習

生 体 分 子 検 査 学 演 習 （ ２ ）

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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病 理 組 織 診 断 技 術

光学・電子顕微鏡技術（試料作業）

臨床検査・生命科学特別演習Ⅰ

臨床検査・生命科学特別演習Ⅱ

特 別 研 究

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

保 健 学 分 野 

保 健 管 理 学 特 論

地 域 保 健 福 祉 論

臨 床 疫 学

学 校 保 健 学 特 論

養 護 教 育 実 践 論

健 康 エ コ ロ ジ ー 特 論

観 光 保 健 学 特 論

養 護 教 諭 論 特 論

心 理 学 特 論

認 知 心 理 学 特 論

産 業 精 神 保 健 学 特 論

学 校 精 神 保 健 特 論

産 業 保 健 学 特 論

成 人 保 健 学 特 論

保 健 福 祉 学 特 論

高 齢 者 福 祉 学 特 論

保 健 学 特 別 講 義 Ⅰ

保 健 学 特 別 講 義 Ⅱ

生 物 統 計 学 演 習

養 護 実 践 学 演 習

保 健 学 特 別 演 習 Ⅰ

保 健 学 特 別 演 習 Ⅱ

特 別 研 究

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

臨 床 工 学 分 野 

循 環 器 病 学

心 電 学 Ⅰ

超 音 波 医 学 Ⅰ

内 科 学

生 理 学

環 境 生 理 学

先 端 臨 床 工 学 Ⅰ

先 端 臨 床 工 学 Ⅱ

医 療 と 工 学

人 工 臓 器 工 学

臨 床 生 理 学 特 論

感 覚 と 生 理 学

臨 床 工 学 特 別 講 義 Ⅰ

臨 床 工 学 特 別 講 義 Ⅱ

臨 床 工 学 特 別 講 義 Ⅲ

臨 床 工 学 特 別 講 義 Ⅳ

計 測 プ ロ グ ラ ミ ン グ

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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特 別 研 究 ４

救 急 救 命 学 分 野 

災 害 医 学 概 論

外 傷 学 特 論

心 肺 蘇 生 法 特 論

救 急 病 態 学 特 論

救 急 救 命 学 特 別 講 義 Ⅰ

救 急 救 命 学 特 別 講 義 Ⅱ

特 別 研 究

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

リハビリテーション

科 学 分 野 

作 業 科 学 特 論 Ⅰ

作 業 科 学 特 論 Ⅱ

中 枢 神 経 系 理 学 療 法 学 特 論

運 動 器 系 理 学 療 法 学 特 論

内 部 障 害 系 理 学 療 法 学 特 論

発 達 障 害 理 学 療 法 学 特 論

地 域 理 学 療 法 学 特 論

高 齢 者 理 学 療 法 学 特 論

精 神 障 害 作 業 療 法 学 特 論

神 経 系 作 業 療 法 学 特 論

認 知 障 害 作 業 療 法 学 特 論

国 際 理 学 療 法 学 特 論

呼 吸 循 環 系 理 学 療 法 学 特 論

理 学 療 法 管 理 工 学 特 論

筋 骨 格 系 理 学 療 法 学 特 論

老 年 期 作 業 療 法 学 特 論

生 活 環 境 支 援 学 特 論

精神保健リハビリテーション学特論

物 理 療 法 学 特 論

リハビリテーション科学特別講義Ⅰ

リハビリテーション科学特別講義Ⅱ

リハビリテーション科学特別講義Ⅲ

リハビリテーション科学特別講義Ⅳ

理 学 療 法 機 能 評 価 学 演 習

徒 手 理 学 療 法 学 演 習

理 学 療 法 学 研 究 方 法 演 習

発 達 障 害 理 学 療 法 学 演 習

地 域 理 学 療 法 学 演 習

高 齢 者 理 学 療 法 学 演 習

精 神 障 害 作 業 療 法 学 演 習

神 経 系 作 業 療 法 学 演 習

神 経 心 理 学 的 検 査 法 演 習

国 際 理 学 療 法 学 演 習

呼 吸 循 環 系 理 学 療 法 学 演 習

ス ポ ー ツ 理 学 療 法 学 演 習

地 域 作 業 療 法 学 演 習

特 別 研 究

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 
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診 療 放 射 線 学 分 野 

画 像 診 断 技 術 学 特 論

核 医 学 物 理 学 特 論

医 用 画 像 情 報 学 特 論

医 用 電 磁 気 学

磁 気 共 鳴 画 像 技 術 学 特 論

放 射 線 計 測 学 特 論

原 子 核 物 理 学

放 射 線 安 全 科 学 特 論

特別講義Ⅰ（機能画像解析学）

診 療 放 射 線 特 別 講 義 Ⅱ

診 療 放 射 線 特 別 講 義 Ⅲ

画 像 診 断 技 術 学 セ ミ ナ ー

核 医 学 物 理 学 演 習

医 用 画 像 情 報 学 演 習

特 別 研 究

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

研 究 科 共 通 科 目 
専 門 横 断 科 目

研 究 倫 理

２ 

２ 

（２）博士後期課程

専門分野 授業科目 単位数 

臨床検査・生命科学分野 

感 染 症 疫 学

免 疫 学

細 胞 診 断 学

機 能 分 子 化 学

分 子 解 剖 学

感 染 制 御 学

薬 物 動 態 解 析 学

神 経 生 物 学

生 体 侵 襲 と 免 疫

分 子 解 剖 学 （ 感 覚 系 ）

神 経 病 理 学

腫 瘍 組 織 学

計 算 科 学

分 子 解 剖 学 セ ミ ナ ー

免 疫 学 セ ミ ナ ー

神 経 生 物 学 セ ミ ナ ー

応 用 免 疫 学 セ ミ ナ ー

細 胞 診 ・ 病 理 セ ミ ナ ー

生 体 分 子 検 査 学 セ ミ ナ ー ( 1 ）

生 体 分 子 検 査 学 セ ミ ナ ー ( ２ ）

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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保健学・救急救命学分野 

疫 学

養 護 教 育 学

心 理 学

人 類 生 態 学

産 業 保 健 学

保 健 福 祉 学

臨 床 心 理 学

保 健 学 特 別 講 義 Ⅰ

保 健 学 特 別 講 義 Ⅱ

疫 学 セ ミ ナ ー

環 境 問 題 演 習

保 健 科 教 材 研 究

養 護 実 践 学 Ａ

養 護 実 践 学 Ｂ

養 護 実 践 学 セ ミ ナ ー

保 健 学 特 別 演 習 Ⅰ

保 健 学 特 別 演 習 Ⅱ

心 肺 蘇 生 法 演 習

救 急 病 態 学

救 急 救 命 学 特 別 講 義 Ⅰ

救 急 救 命 学 特 別 講 義 Ⅱ

災 害 医 学 セ ミ ナ ー

外 傷 セ ミ ナ ー

救 急 救 命 学 特 別 演 習 Ⅰ

救 急 救 命 学 特 別 演 習 Ⅱ

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

臨 床 工 学 分 野 

心 電 学 Ⅱ

超 音 波 医 学 Ⅱ

先 端 臨 床 工 学 Ⅲ

生 命 支 援 工 学

人 体 の 許 容 限 界

臨 床 工 学 特 別 講 義 Ⅰ

臨 床 工 学 特 別 講 義 Ⅱ

臨 床 医 学 セ ミ ナ ー

循 環 器 病 学 セ ミ ナ ー

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

科 学 分 野

が ん の 理 学 療 法 学

徒 手 理 学 療 法 学

小 児 理 学 療 法 学

中 枢 神 経 系 理 学 療 法 学

国 際 理 学 療 法 学

地 域 生 活 環 境 学

作 業 科 学

精 神 障 害 作 業 療 法 学

神 経 系 作 業 療 法 学

認 知 ・ 運 動 ・ 活 動 障 害 学

老 年 期 障 害 作 業 療 法 学

臨 床 理 学 療 法 推 論 学 セ ミ ナ ー

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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障害者スポーツ支援学セミナー

小 児 理 学 療 法 学 セ ミ ナ ー

臨床理学療法学研究法セミナー

脳卒中上肢機能回復学セミナー

神 経 系 病 態 学 セ ミ ナ ー

運 動 器 障 害 作 業 療 法 学 特 論

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

診 療 放 射 線 学 分 野 

画 像 診 断 学 特 論

分 子 画 像 技 術 学 特 論

多 次 元 医 用 画 像 工 学 特 論

磁 気 共 鳴 画 像 工 学 特 論

放 射 線 応 用 計 測 学

画 像 診 断 学 セ ミ ナ ー

分 子 画 像 技 術 学 演 習

多 次 元 医 用 画 像 工 学 演 習

磁 気 共 鳴 画 像 工 学 演 習

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

特 別 研 究

特 別 研 究 Ⅰ

特 別 研 究 Ⅱ

特 別 研 究 Ⅲ

４ 

２ 

２ 
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別表２－２ 

保健学研究科看護学専攻における授業科目及び単位 

（平成２９年度入学者から適用） 

（１）博士前期課程

専門分野 授業科目 単位数 

基 礎 看 護 科 学 分 野 

看 護 医 療 安 全 教 育 特 論

遺 伝 看 護 学 特 論

法 医 看 護 学 特 論

小 児 保 健 看 護 学 特 論

生 活 機 能 看 護 学 特 論

特 別 講 義

看 護 医 療 安 全 教 育 演 習

小 児 保 健 看 護 学 演 習

生 活 機 能 看 護 学 演 習

特 別 演 習

特 別 研 究

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

実 践 看 護 科 学 分 野 

高 齢 者 看 護 学 特 論

ウ ィ メ ン ズ ヘ ル ス 看 護 学 特 論

助 産 学 特 論

小 児 看 護 学 特 論

地 域 看 護 学 特 論 Ⅰ

地 域 看 護 学 特 論 Ⅱ

在 宅 看 護 学 特 論

特 別 講 義

高 齢 者 看 護 学 演 習

ウ ィ メ ン ズ ヘ ル ス 看 護 学 演 習

助 産 学 演 習

小 児 看 護 学 演 習

地 域 看 護 学 演 習 Ⅰ

地 域 看 護 学 演 習 Ⅱ

在 宅 看 護 学 演 習

特 別 演 習 （ が ん 看 護 ）

特別演習（クリティカルケア看護）

特 別 演 習 （ 精 神 看 護 ）

特 別 研 究

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

実 践 看 護 科 学 分 野 

（ C N S コ ー ス ） 

が ん 看 護 学 特 論 Ⅰ

が ん 看 護 学 特 論 Ⅱ

が ん 看 護 学 特 論 Ⅲ

が ん 看 護 学 特 論 Ⅳ

が ん 看 護 学 演 習 Ⅰ

が ん 看 護 学 演 習 Ⅱ

が ん 看 護 学 実 習

精 神 看 護 学 特 論 Ⅰ

精 神 看 護 学 特 論 Ⅱ

精 神 看 護 学 特 論 Ⅲ

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１０ 

２ 

２ 

２ 
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精 神 看 護 学 特 論 Ⅳ

精 神 看 護 学 特 論 Ⅴ

精 神 看 護 学 演 習 Ⅰ

精 神 看 護 学 演 習 Ⅱ

精 神 看 護 学 実 習

クリティカルケア看護学特論Ⅰ

クリティカルケア看護学特論Ⅱ

クリティカルケア看護学特論Ⅲ

病 態 治 療 論

クリティカルケア看護学演習Ⅰ

クリティカルケア看護学演習Ⅱ

クリティカルケア看護学演習Ⅲ

ク リ テ ィ カ ル ケ ア 看 護 学 実 習

４ 

２ 

２ 

２ 

１０ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１０ 

専 攻 共 通 科 目 

看 護 教 育 学 特 論

看 護 管 理 学 特 論

看 護 研 究 方 法 論

コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 論

看 護 政 策 学 特 論

家 族 看 護 学 特 論

フ ィ ジ カ ル ア セ ス メ ン ト

病 態 生 理 学

臨 床 薬 理 学

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

研 究 科 共 通 科 目 
専 門 横 断 科 目

研 究 倫 理

２ 

２ 

（２）博士後期課程

専門分野 授業科目 単位数 

基 礎 看 護 科 学 分 野 

生 活 機 能 看 護 学 Ａ

生 活 機 能 看 護 学 Ｂ

医 療 安 全 管 理 学 Ａ

医 療 安 全 管 理 学 Ｂ

統 計 学 Ⅰ

統 計 学 Ⅱ

小 児 保 健 看 護 学 Ａ

小 児 保 健 看 護 学 Ｂ

４ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

実 践 看 護 科 学 分 野 

成 人 看 護 学 （ 急 性 期 ） Ａ

成 人 看 護 学 （ 急 性 期 ） Ｂ

成 人 看 護 学 （ 慢 性 期 ） Ａ

成 人 看 護 学 （ 慢 性 期 ） Ｂ

小 児 看 護 学 Ａ

４ 

２ 

４ 

２ 

４ 
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小 児 看 護 学 Ｂ

精 神 看 護 学 Ａ

精 神 看 護 学 Ｂ

ウ ィ メ ン ズ ヘ ル ス 看 護 学 Ａ

ウ ィ メ ン ズ ヘ ル ス 看 護 学 Ｂ

地 域 看 護 学 Ａ

地 域 看 護 学 Ｂ

２ 

４ 

２ 

４ 

２ 

４ 

２ 

ジ ャ ー ナ ル ク ラ ブ 
ジ ャ ー ナ ル ク ラ ブ Ⅰ

ジ ャ ー ナ ル ク ラ ブ Ⅱ

２ 

２ 

特 別 研 究

特 別 研 究 Ⅰ

特 別 研 究 Ⅱ

特 別 研 究 Ⅲ

４ 

２ 

２ 
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別表２－３ 

保健学研究科臨床心理学専攻における授業科目及び単位 

（令和４年度入学者から適用） 

（１）博士前期課程

専門分野 授業科目 単位数 

臨 床 心 理 学 分 野 

保健医療分野に関する理論と支援の展開

福祉分野に関する理論と支援の展開

教育分野に関する理論と支援の展開

司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

産業・労働分野に関する理論と支援の展開

心理的アセスメントに関する理論と実践

心 理 支 援 に 関 す る 理 論 と 実 践

家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践

心の健康教育に関する理論と実践

心 理 実 践 実 習 Ⅰ

心 理 実 践 実 習 Ⅱ

心 理 実 践 実 習 Ⅲ

心 理 実 践 実 習 Ⅳ

臨 床 心 理 学 特 別 演 習 Ⅰ

臨 床 心 理 学 特 別 演 習 Ⅱ

ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ

ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ

特 別 演 習

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

研 究 科 共 通 科 目 
専 門 横 断 科 目

研 究 倫 理

２ 

２ 
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別表３－１（平成２８年度以降の入学生に適用） 

国際協力研究科課程における授業科目及び単位 

（１）博士前期課程

専攻 専門分野 授 業 科 目 単位数 備 考

国
際
開
発
専
攻

国際政治研究 

国際政治特論Ａ 

国際政治特論Ｂ 

国際政治経済特論Ａ 

国際政治経済特論Ｂ 

安全保障特論Ａ 

安全保障特論Ｂ 

現代アジア特論Ａ 

現代アジア特論Ｂ 

現代アメリカ特論Ａ 

現代アメリカ特論Ｂ 

アジア交流史特論Ａ

アジア交流史特論Ｂ

日本政治特論Ａ 

日本政治特論Ｂ 

国際法特論Ａ 

国際法特論Ｂ 

地域圏特論Ａ 

地域圏特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

国際経済研究 

世界経済特論Ａ 

世界経済特論Ｂ 

国際貿易特論Ａ 

国際貿易特論Ｂ 

国際金融特論Ａ 

国際金融特論Ｂ 

国際協力特論Ａ 

国際協力特論Ｂ 

国際開発特論Ａ 

国際開発特論Ｂ 

技術協力実践論Ａ 

技術協力実践論Ｂ 

ＮＧＯ特論Ａ 

ＮＧＯ特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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国際ビジネス 

研究 

国際企業文化特論Ａ 

国際企業文化特論Ｂ 

商法特論Ａ 

商法特論Ｂ 

会計特論Ａ 

会計特論Ｂ 

国際経営特論Ａ 

国際経営特論Ｂ 

マーケティング特論Ａ

マーケティング特論Ｂ

国際会計特論Ａ 

国際会計特論Ｂ 

国際コミュニケーション特論Ａ 

国際コミュニケーション特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

法律税務研究 

憲法特論Ａ 

憲法特論Ｂ 

相続法特論Ａ 

相続法特論Ｂ 

財産法特論Ａ 

財産法特論Ｂ 

刑事法特論Ａ 

刑事法特論Ｂ 

税法特論Ａ 

税法特論Ｂ 

租税法特論Ａ 

租税法特論Ｂ 

情報法制特論Ａ 

情報法制特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

国
際
文
化
交
流
専
攻

言語研究 

言語学特論Ａ 

言語学特論Ｂ 

対照言語学特論Ａ 

対照言語学特論Ｂ 

対照音韻学特論Ａ 

対照音韻学特論Ｂ 

日本語構造論Ａ 

日本語構造論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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言語文化研究 

言語文化相関論Ａ 

言語文化相関論Ｂ 

日本言語文化特論Ａ 

日本言語文化特論Ｂ 

日本語教育特論ⅠＡ 

日本語教育特論ⅠＢ 

日本語教育特論ⅡＡ 

日本語教育特論ⅡＢ 

バイリンガル教育特論Ａ 

バイリンガル教育特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

文化交流研究 

日本文化特論Ａ 

日本文化特論Ｂ 

文化交流特論Ａ 

文化交流特論Ｂ 

現代中国文化社会特論Ａ 

現代中国文化社会特論Ｂ 

国際観光特論Ａ 

国際観光特論Ｂ 

日欧文化交流史Ａ 

日欧文化交流史Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

国
際
医
療
協
力
専
攻

国際保健学 

研究 

保健医療研究法Ⅰ 

保健医療研究法Ⅱ 

環境保健学特論 

社会福祉学特論 

人類生態学特論 

環境問題特論 

母子保健学特論 

国際疫学特論 

環境経済学特論 

ヘルスコミュニケーション特論

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

国際医療研究 

感染症・寄生虫学特論 

災害医療特論 

医療安全特論 

医療特論 

基礎医学特論 

疾病概論 

医療社会学特論 

医療経済学特論 

医療協力関連法規論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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国
際
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

英語コミュニ 

ケーション研

究 

英語コミュニケーション概論Ａ 

英語コミュニケーション概論Ｂ 

国際言語文化論（英語分野）Ａ 

国際言語文化論（英語分野）Ｂ 

日英比較言語社会学特論Ａ 

日英比較言語社会学特論Ｂ 

テクスト言語学特論Ａ

テクスト言語学特論Ｂ

英語学特論Ａ 

英語学特論Ｂ 

応用言語学特論Ａ 

応用言語学特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

日中通訳翻訳 

研究 

日中通訳概論Ａ 

日中通訳概論Ｂ 

日中翻訳概論Ａ 

日中翻訳概論Ｂ 

国際言語文化論（中国語分野）Ａ 

国際言語文化論（中国語分野）Ｂ 

日中比較文化論Ａ 

日中比較文化論Ｂ 

日中逐次通訳特論ⅠＡ 

日中逐次通訳特論ⅠＢ 

日中逐次通訳特論ⅡＡ 

日中逐次通訳特論ⅡＢ 

日中同時通訳特論Ａ 

日中同時通訳特論Ｂ 

通訳理論と技法特論（中国語分野）Ａ 

通訳理論と技法特論（中国語分野）Ｂ 

翻訳理論と技法特論（中国語分野）Ａ 

翻訳理論と技法特論（中国語分野）Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

専
攻
共
通

演習 

論文指導Ⅰ 

論文指導Ⅱ－１ 

論文指導Ⅱ－２ 

論文指導（海外、企業等実習）Ⅲ－１ 

論文指導（海外、企業等実習）Ⅲ－２ 

８ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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（２）博士後期課程

専攻 専門分野 授 業 科 目 単位数 備 考 

開
発
問
題
専
攻

政治経済・法制

国際経営論演習Ⅰ 

国際経営論演習Ⅱ 

国際経営論演習Ⅲ 

世界経済論演習Ⅰ 

世界経済論演習Ⅱ 

世界経済論演習Ⅲ 

会計学演習Ⅰ 

会計学演習Ⅱ 

会計学演習Ⅲ 

比較法制論演習Ⅰ 

比較法制論演習Ⅱ 

比較法制論演習Ⅲ 

財産法演習Ⅰ 

財産法演習Ⅱ 

財産法演習Ⅲ 

医事法演習Ⅰ 

医事法演習Ⅱ 

医事法演習Ⅲ 

政治学演習Ⅰ 

政治学演習Ⅱ 

政治学演習Ⅲ 

金融論演習Ⅰ 

金融論演習Ⅱ 

金融論演習Ⅲ 

国際法論 

国際経済論 

国際政治論 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

２ 

２ 

２ 

地域研究・開発

協力

国際貿易論演習Ⅰ 

国際貿易論演習Ⅱ 

国際貿易論演習Ⅲ 

国際協力論演習Ⅰ 

国際協力論演習Ⅱ 

国際協力論演習Ⅲ 

現代中国政治論演習Ⅰ 

現代中国政治論演習Ⅱ 

現代中国政治論演習Ⅲ 

人類生態学演習Ⅰ 

人類生態学演習Ⅱ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 
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人類生態学演習Ⅲ 

環境保健学演習Ⅰ 

環境保健学演習Ⅱ 

環境保健学演習Ⅲ 

環境問題演習Ⅰ 

環境問題演習Ⅱ 

環境問題演習Ⅲ 

社会福祉学演習Ⅰ 

社会福祉学演習Ⅱ 

社会福祉学演習Ⅲ 

医療経済学演習Ⅰ 

医療経済学演習Ⅱ 

医療経済学演習Ⅲ 

社会言語学演習Ⅰ 

社会言語学演習Ⅱ 

社会言語学演習Ⅲ 

日本語教授法論演習Ⅰ 

日本語教授法論演習Ⅱ 

日本語教授法論演習Ⅲ 

日本語教育論演習Ⅰ 

日本語教育論演習Ⅱ 

日本語教育論演習Ⅲ 

言語文化論演習Ⅰ 

言語文化論演習Ⅱ 

言語文化論演習Ⅲ 

国際言語コミュニーケーション（英語分野）演習Ⅰ

国際言語コミュニケーション（英語分野）演習Ⅱ

国際言語コミュニケーション（英語分野）演習Ⅲ

国際言語コミュニケーション（中国語通訳分野）演習Ⅰ

国際言語コミュニケーション（中国語通訳分野）演習Ⅱ

国際言語コミュニケーション（中国語通訳分野）演習Ⅲ

国際言語コミュニケーション（中国語翻訳分野）演習Ⅰ

国際言語コミュニケーション（中国語翻訳分野）演習Ⅱ

国際言語コミュニケーション（中国語翻訳分野）演習Ⅲ

観光保健生態学 

地域開発論 

国際コミュニケーション論 

日本言語文化論 

比較文化論 

異文化コミュニケーション論 

言語文化論 

介護政策論 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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別表３－２（平成３１年度以降の入学生に適用） 

国際協力研究科課程における授業科目及び単位 

（１） 博士前期課程

専攻 専門分野 授 業 科 目 単位数 備 考 

国
際
開
発
専
攻

国際政治研究 

国際政治特論Ａ 

国際政治特論Ｂ 

国際政治経済特論Ａ 

国際政治経済特論Ｂ 

比較政治学特論Ａ 

比較政治学特論Ｂ 

比較行政学特論Ａ 

比較行政学特論Ｂ 

現代アジア特論Ａ 

現代アジア特論Ｂ 

現代アメリカ特論Ａ 

現代アメリカ特論Ｂ 

アジア交流史特論Ａ

アジア交流史特論Ｂ

日本政治特論Ａ 

日本政治特論Ｂ 

国際法特論Ａ 

国際法特論Ｂ 

地域圏特論Ａ 

地域圏特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

国際経済研究 

日本経済特論Ａ 

日本経済特論Ｂ 

国際貿易特論Ａ 

国際貿易特論Ｂ 

国際金融特論Ａ 

国際金融特論Ｂ 

国際協力特論Ａ 

国際協力特論Ｂ 

国際開発特論Ａ 

国際開発特論Ｂ 

アメリカ経済特論Ａ

アメリカ経済特論Ｂ

ヨーロッパ経済特論Ａ

ヨーロッパ経済特論Ｂ

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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国際ビジネス

研究 

経営特論Ａ 

経営特論Ｂ 

会計特論Ａ 

会計特論Ｂ 

国際経営特論Ａ 

国際経営特論Ｂ 

産業システム特論Ａ 

産業システム特論Ｂ 

マーケティング特論Ａ

マーケティング特論Ｂ

会計制度特論Ａ 

会計制度特論Ｂ 

国際会計特論Ａ 

国際会計特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

法律税務研究 

憲法特論Ａ 

憲法特論Ｂ 

企業法特論Ａ 

企業法特論Ｂ 

家族法特論Ａ 

家族法特論Ｂ 

財産法特論Ａ 

財産法特論Ｂ 

刑事法特論Ａ 

刑事法特論Ｂ 

租税法特殊研究Ａ 

租税法特殊研究Ｂ 

租税法特論Ａ 

租税法特論Ｂ 

比較法特論Ａ 

比較法特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

国
際
医
療
協
力
専
攻

国際保健学 

研究 

保健医療研究法Ⅰ 

保健医療研究法Ⅱ 

環境保健学特論 

人類生態学特論 

母子保健学特論 

国際疫学特論 

環境経済学特論 

ヘルスコミュニケーション特論

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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第3類（杏林大学大学院学則） 

国際医療研究 

感染症・寄生虫学特論 

災害医療特論 

医療特論 

基礎医学特論 

疾病概論 

医療社会学特論 

医療経済学特論 

医療協力関連法規論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

国際福祉研究 

高齢者福祉特論 

国際社会保障特論 

国際児童福祉特論 

福祉サービス管理特論 

障害者福祉特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

日中通訳翻訳

研究 

日中通訳概論Ａ 

日中通訳概論Ｂ 

日中翻訳概論Ａ 

日中翻訳概論Ｂ 

日中比較文化論Ａ 

日中比較文化論Ｂ 

日中逐次通訳特論Ａ 

日中逐次通訳特論Ｂ 

日中同時通訳特論Ａ 

日中同時通訳特論Ｂ 

通訳理論と技法特論（中国語分野）Ａ 

通訳理論と技法特論（中国語分野）Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

英語研究 

英語コミュニケーション概論Ａ 

英語コミュニケーション概論Ｂ 

国際言語文化論（英語分野）Ａ

国際言語文化論（英語分野）Ｂ

日英比較言語社会学特論Ａ 

日英比較言語社会学特論Ｂ 

テクスト言語学特論Ａ

テクスト言語学特論Ｂ

英語学特論Ａ 

英語学特論Ｂ 

応用言語学特論Ａ 

応用言語学特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

日本語研究 
日本語構造論Ａ 

日本語構造論Ｂ 

２ 

２ 
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言語文化相関論Ａ 

言語文化相関論Ｂ 

日本言語文化特論Ａ 

日本言語文化特論Ｂ 

日本語教育特論ⅠＡ 

日本語教育特論ⅠＢ 

日本語教育特論ⅡＡ 

日本語教育特論ⅡＢ 

対照音韻学特論Ａ 

対照音韻学特論Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

共通科目 

言語学特論Ａ 

言語学特論Ｂ 

日本文化特論Ａ 

日本文化特論Ｂ 

観光文化論Ａ 

観光文化論Ｂ 

日欧文化交流史Ａ 

日欧文化交流史Ｂ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

専
攻
共
通

基礎科目 

アカデミック・ライティング

アカデミック・ジャパニーズ

統計学 

２ 

２ 

２ 

演習 

論文指導Ⅰ 

論文指導Ⅱ－１ 

論文指導Ⅱ－２ 

論文指導(海外、企業等実習）Ⅲ－１ 

論文指導(海外、企業等実習）Ⅲ－２ 

８ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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（２） 博士後期課程

専攻 専門分野 授業科目 単位数 備 考 

開 

発 

問 

題 

専 

攻 

政治経済・法

制 

国際経営学演習Ⅰ 

国際経営学演習Ⅱ 

国際経営学演習Ⅲ 

国際経営論演習Ⅰ 

国際経営論演習Ⅱ 

国際経営論演習Ⅲ 

日本経済論演習Ⅰ 

日本経済論演習Ⅱ 

日本経済論演習Ⅲ 

国際経済学演習Ⅰ 

国際経済学演習Ⅱ 

国際経済学演習Ⅲ 

会計学演習Ⅰ 

会計学演習Ⅱ 

会計学演習Ⅲ 

比較法制論演習Ⅰ 

比較法制論演習Ⅱ 

比較法制論演習Ⅲ 

民事法演習Ⅰ 

民事法演習Ⅱ 

民事法演習Ⅲ 

刑事法演習Ⅰ 

刑事法演習Ⅱ 

刑事法演習Ⅲ 

政治学演習Ⅰ 

政治学演習Ⅱ 

政治学演習Ⅲ 

国際政治学演習Ⅰ 

国際政治学演習Ⅱ 

国際政治学演習Ⅲ 

金融論演習Ⅰ 

金融論演習Ⅱ 

金融論演習Ⅲ 

国際法論演習Ⅰ 

国際法論演習Ⅱ 

国際法論演習Ⅲ 

国際法論 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

２ 
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国際経済論 

国際政治論 

２ 

２ 

地域研究・開

発協力 

国際貿易論演習Ⅰ 

国際貿易論演習Ⅱ 

国際貿易論演習Ⅲ 

国際協力論演習Ⅰ 

国際協力論演習Ⅱ 

国際協力論演習Ⅲ 

現代中国政治論演習Ⅰ 

現代中国政治論演習Ⅱ 

現代中国政治論演習Ⅲ 

人類生態学演習Ⅰ 

人類生態学演習Ⅱ 

人類生態学演習Ⅲ 

環境問題演習Ⅰ 

環境問題演習Ⅱ 

環境問題演習Ⅲ 

社会福祉学演習Ⅰ 

社会福祉学演習Ⅱ 

社会福祉学演習Ⅲ 

医療経済学演習Ⅰ 

医療経済学演習Ⅱ 

医療経済学演習Ⅲ 

日本語学演習Ⅰ 

日本語学演習Ⅱ 

日本語学演習Ⅲ 

国際言語コミュニケーション（英語分野）演習Ⅰ 

国際言語コミュニケーション（英語分野）演習Ⅱ 

国際言語コミュニケーション（英語分野）演習Ⅲ 

国際言語コミュニケーション（中国語通訳分野）演習Ⅰ  

国際言語コミュニケーション（中国語通訳分野）演習Ⅱ  

国際言語コミュニケーション（中国語通訳分野）演習Ⅲ  

国際保健医療学特論 

日本言語文化論 

比較社会文化論 

コミュニケーション論

応用言語学 

言語教育論 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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別表４  授 業 料 そ の 他 の 学 納 金 

学生区分 学納金等区分 

医学研究科 保健学研究科 国際協力研究科 

博士課程 

博士前期課程 博士後期課程 

博士前期課程 博士後期課程 保健学 

専攻・ 

臨床心理学

専攻 

看護学 

専攻 

保健学 

専攻 

看護学 

専攻 

大学院生 

※入 学 料 250,000円 250,000円 250,000円 250,000円 250,000円 250,000円 250,000円 

授業料(年額) 600,000円 500,000円 800,000円 500,000円 600,000円 450,000円 450,000円 

施設設備費(初年度） 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 

※ 本学の学部卒業者及び大学院修了者が入学する場合には、入学料を免除する。
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杏林大学大学院学則の改正趣旨 

１．医学研究科医学専攻の設置 

 医学研究科は、1976年に生理系・病理系・社会学医学系・内科系・外科系の 5専攻を以って開設され

て以来、現在に至るまで 5専攻による教育体制を維持してきた。従来、医学研究科における大学院教育

では、医学・医療における特定の専門分野について深く研究を行い得る次世代研究者の養成に重点がお

かれ、本学もこれに準じて教育、研究を行ってきたが、近年、医学領域では新たな研究手法や考え方が

急速かつ活発に提案されるようになり、専門性を担保しながらも、関連領域と協働しつつ様々な課題に

広く対応しうる人材の育成が求められている。 

 このような状況を踏まえて、医学研究科では、5 専攻を融合し発展させる形で医学専攻 1 専攻とする

ことで、専門性のみにとらわれない、学際的な教育が可能となる体制を構築する。 

  変更点：学則第４条（専攻）の変更 

 医学専攻設置に伴い、入学定員およびカリキュラムの見直しを行った。医学専攻では学際的な教育体

制の構築を目指し、基礎系教員が臨床系学生の教育・研究にも携わることができる体制を整備した。一

方では、現行の定員 34名を維持した状態で、さらなる定員充足率の向上を目指した場合、基礎系・臨床

系の教員に過度な負荷がかかり、大学院生の教育・研究指導が不十分となる懸念があることから、定員

を一部削減し、25名とした。 

 なお、別表１－１は該当する学生が在籍しないことから削除とし、医学専攻における授業科目を別表

１－４として追加した。 

  変更点：第１４条 （学生定員）の変更 

別表１－１の削除 

別表１－４の追加 

２．保健学研究科臨床心理学専攻の設置 

本学保健学部では、臨床心理専門職の社会的なニーズの高まりを受けて、学部教育の主たる目的を「公

認心理師の養成」として平成 30 年度に臨床心理学科を新設した。学部カリキュラムは公認心理師試験

受験資格取得に必要な科目を網羅したものとなっており、希望する学生が公認心理師への道へと開かれ

るような体制をとっている。 

それに引き続く形で、公認心理師資格の取得を希望して本学での学部教育を受けた学生が、学部から

大学院へと一貫する学修環境の下で、さらに心理学の専門性を高める教育・研究を受ける機会を得るた

めに、保健学研究科に博士前期課程臨床心理学専攻を設置する。 

 臨床心理学専攻では、心理に関する支援を要する者に対して、心理状態の観察、結果の分析を行うほ

か、心理に関する支援を要する者とその関係者に対して、心理に関する相談及び助言、指導その他の援

助を行うといった、ニーズに応じた支援や援助を提供できる人材を養成する。また、心の健康に関する

知識を普及するための教育や情報提供ができる人材を育成する。 
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変更点：第４条（専攻）の変更 

    第４条の２（研究科又は専攻の目的）の変更 

      第１４条（学生定員）の変更 

      第１８条（授業科目）の変更 

      第２７条の２（学位）の変更 

 

臨床心理学専攻では、大学院における公認心理師試験受験資格取得に必要な科目を、公認心理師の活

躍が期待される５分野についての知識や実践力を学ぶため、カリキュラム・ポリシーに基づいて、講義・

実習・演習を適切に配置する。また、臨床活動に必要な臨床心理学以外の医療や対人援助に関する知識

や，主体的に研究を進めるための基礎的な知識を学ぶため，保健学研究科共通科目を設ける。 

また、授業料その他の学納金は、保健学研究科保健学専攻と同じとする。 

 

変更点：別表２－３（保健学研究科臨床心理学専攻における授業科目及び単位）の追加 

別表４（授業用その他の学納金）の変更 

 

 

３．保健学研究科看護学専攻の入学定員の変更 

 看護系大学の増大に伴い、看護系大学院設置がなされ入学希望が全国に分散している状況がある。 

また、専門看護師教育課程についても、 専門看護師の希望者が減少傾向にある。その状況において、

看護学専攻開講後、 徐々に入学者が減少傾向となっているため実情を踏まえ定員を削減した。 

 

   変更点：第１４条（学生定員）の変更 

 

 

４．国際協力研究科の入学定員の変更 

国際協力研究科の博士前期課程（修士課程）では、国際開発専攻、国際医療協力専攻、グローバ

ル・コミュニケーション専攻の 3専攻、博士後期課程（博士課程）では開発問題専攻を、総合政策学

部、外国語学部、保健学部、医学部の各学部所属教員がそれぞれ専門性の高い研究・教育を推進して

いる。 

国際協力研究科の大部分を占める総合政策学部、外国語学部における関係教員の定年退職や後継教

員不足、大学院を含む兼担科目の増大の関係から、それぞれの専攻ともに収容人数に見合う学生の確

保・維持することが次第に困難化している。 

最近の入学試験においては、論文指導を行う指導教員不足を理由に、従来よりも合格者数を制限せ

ざるを得ない事態に直面していることから、一定の受験生が集まるものの、厳格な入学試験の実施に

より、不合格が発生している。こうした状況を踏まえ、国際協力研究科における入学定員の見直しを

図り、収容定員の充足率の確保とともに、より充実した教育・研究の提供に努める。 

                 

  変更点：第１４条（学生定員）の変更 

 

以上 
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第 3類（杏林大学大学院研究科委員会規程） 

○杏林大学大学院研究科委員会規程

制定 平成１９年 ３月１２日 

（目的） 

第１条 この規程は、杏林大学大学院学則（以下「学則」という。）第７条に規定する

杏林大学大学院研究科委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し、学則第１２

条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。 

（招集） 

第２条 委員会は、当該研究科の研究科長が招集し、その議長となる。 

２ 研究科長に事故あるときは、研究科長があらかじめ指名した者がその職務を代行

する。 

（会議） 

第３条 委員会は、原則として毎月１回定例に会議を開くものとする。ただし、議長

が必要と認めたときは臨時にこれを開くことができる。 

（定足数及び議決の方法） 

第４条 委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数を

もって議決する。可否同数となった場合は、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、各研究科の事務部が、それぞれ担当する。 

附 則 

この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 
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設置の趣旨等を記載した書類 

１．設置の趣意及び必要性 

（1）研究教育上の理念，目的，育成する人材

杏林大学保健学部では，開設以来，保健医療領域における社会ニーズに適応した学部編成を行い，

既存の看護学科(看護学専攻，看護養護教育学専攻)，臨床検査技術学科，臨床工学科，診療放射線技術

学科，救急救命学科，健康福祉学科，理学療法学科，作業療法学科の 8 学科 2 専攻に加え，2018 年 4

月には，臨床心理学科（入学定員 80 名，収容定員 320 名）を開設した。本学では幅広い保健医療に関

する学科を設置し，その医療的ニーズに的確に応じながらチーム医療に貢献できる人材を養成してい

る。  

臨床心理学科では，学部での公認心理師養成における必修科目を網羅している。臨床心理学の基礎

として，医学部を有する大学の強みを活かした心身医学に関する科目や，幅広い保健医療分野に関す

る教育体制を活かした保健医療学，福祉学，リハビリテーション学などの科目を設けている。これら

によって，人間を心と体の両面から理解し，社会の中で生きる人間への全人的支援ができるよう，学

生の教育に取り組んでいる。 

また， 1 年次から 4 年次までの各学年において，心理職の活躍が期待される保健医療，福祉，教

育，司法・犯罪，産業・労働の５つの分野での実習を段階的に行うように，カリキュラムを構成して

いる。特に，3 年次には外部施設での実習を必修とするなど，入学者全員が公認心理師養成にかかる学

部での必修科目を履修できる体制を整えている。これは，医療分野の知識を基礎としてもちながら，

幅広い分野で活躍できる人材育成を目指す本学科の大きな特徴であり，公認心理師資格取得に向けた

大学院への進学や，資格取得後の就業の可能性を大幅に広げるものとして，学生や保護者などから評

価を得ている。 

公認心理師は心理職として初めての国家資格であり，ここで養成する学生は公認心理師の今後の発

展に寄与することが期待される。臨床心理学専攻では学部での教育を発展させ，心理社会的課題をも

つ人に寄り添って，そのニーズに応える心理専門職に必要な知識や技術の習得を目指す。そして，社

会人としての自己管理や基本的マナー，主体性や問題解決力，チームワークといった社会人基礎力

（経済産業省,2008/2018）を身につけることで，社会の一員としての自覚をもって専門職としての役

割を果たせる人材を育成する。具体的には，基礎心理学の素養と，アセスメントや心理療法，多職種

連携などの対人援助の実践的能力を備えることで，保健医療分野においてチーム医療の一員として十

分に機能できること，また，福祉，教育，司法・犯罪，産業・労働分野においては，それぞれの分野

に特有のニーズや支援理論をふまえた心理的支援を提供できることを目指す。 

（2）杏林大学保健学研究科における，臨床心理学専攻修士課程設置の必要性

①社会的意義

現代の生活形態，就業状況，家庭環境の多様化に伴い，心理的な問題も多様化，複雑化している。精

神疾患の治療を中心とした保健医療分野，児童虐待・障害者支援・高齢者支援などへの対応が求められ

る福祉分野，スクールカウンセラー活動に代表される教育分野，被害者支援や非行少年の更生などを担

う司法・犯罪分野，労働者の精神保健や障害者雇用支援などに携わる産業・労働分野など，多岐にわた

る人間生活において，心理的課題に対する専門的支援が求められている。 
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 このような中，厚生労働省・文部科学省が共管する公認心理師法では，「今日，心の健康の問題は，国

民の生活に関わる重要な問題となっており，学校，医療機関，その他企業をはじめとする様々な職場に

おける心理職の活用の促進は，喫緊の課題となっている。しかしながら，我が国においては，心理職の

国家資格がないことから，国民が安心して心理に関する支援を受けられるようにするため，国家資格に

よって裏付けられた一定の資質を備えた心理職が必要とされてきた」とし（「公認心理師法の施行につ

いて」平成 29 年 9 月 15 日），これに基づいて，本邦初の心理職の国家資格である公認心理師が誕生し

た。公認心理師は，保健医療，福祉，教育，司法・犯罪，産業・労働の各分野にまたがる汎用資格であ

り，各種の現場において臨床心理業務に従事する際の基礎資格である。 

国家資格としての公認心理師には，特に保健医療分野で大きな期待が寄せられている。公認心理師が

医療現場で協働する医師，看護師，作業療法士，理学療法士，社会福祉士，精神保健福祉士などのパラ

メディカル・スタッフは，国家資格としてその専門性が担保されてきた。そのような医療チームの中に，

公認心理師が加わることは，チーム医療のさらなる発展に寄与すると考えられる。 

 また，健康保険の診療報酬の算定において，従来，臨床心理技術者とされていた臨床心理士を含む心

理専門職が，平成 31 年 4 月以降は公認心理師に統一されることとなった。これまでも各種の心理検査

は精神科医療に携わる臨床心理技術者の中心的な職務であり，乳幼児や児童・生徒らに対する発達検査，

高齢者に対する認知機能検査などが行われてきたが，このような心理アセスメント業務は引き続き公認

心理師の重要な業務となる。さらに，精神科リエゾンチーム加算，摂食障害入院医療管理加算，児童・

思春期精神科入院医療管理料といった，多職種連携のチーム医療に参加する公認心理師に対して診療報

酬が算定されるようになり，保健医療分野における公認心理師の活動場面が増えている。 

保健医療分野では，パラメディカル・スタッフがチーム医療に多数参加し，医療の質の向上に大き

く貢献している。心理職には，患者の人生観や生活観に寄り添って患者のクオリティ・オブ・ライフ

（ＱＯＬ）の向上に寄与すること，患者との信頼関係を構築して患者と医療職との円滑なコミュニケ

ーションを促進すること，多職種連携や協働を促進することなどが期待されている。それに応えるた

めに，心理学や臨床心理学の知識やスキルを修得したうえで，精神医学，精神病理学，心身医学，精

神薬理学といった医学的知識にも通じている必要がある。本学は医学部や医学部付属病院を擁して，

これまでも多くのパラメディカルの育成を行っており，保健医療分野で活躍する公認心理師を養成す

ることは，社会的使命であると考える。 

このように，公認心理師の養成を目指す臨床心理学専攻を開設することは，保健医療分野に関する社

会的背景や本学の社会的使命をふまえて社会的期待に応じるためにも，必要である。 

②公認心理師育成を目指した学部・大学院一貫教育の実現

本学保健学部では，臨床心理学的専門支援に対する社会的ニーズの高まりを受けて，平成 30 年度に

公認心理師の養成を目的とする臨床心理学科を新設した。この学部カリキュラムは，学部における公認

心理師資格取得に必要な要件を網羅しており，入学したすべての学生が，公認心理師資格取得を目指せ

るような教育体制を設けている。この臨床心理学科での学修に続いて，大学院での公認心理師養成カリ

キュラムを修めるために，本学保健学研究科に修士課程として臨床心理学専攻を設置する必要がある。 

臨床心理学専攻では，学部における公認心理師養成をふまえて，心理学的支援に必要な知識とスキル

を身につけ，公認心理師の受験資格を得るためのカリキュラムを整える。特に，本学医学部付属病院で

の臨床実習では，公認心理師が医療機関で求められる心理的援助活動や，多職種によるチーム医療を体

験的に学び，即戦力としての知識やスキルを向上することを目指す。 

臨床心理学科の学生は，公認心理師資格取得を目指して学修に励み，当然ながら，公認心理師を養成
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する大学院への進学を希望している。また，「学生確保の見通し」で示した通り，保護者も学生の国家資

格取得やそのための大学院進学の意思を後押ししている。公認心理師養成の学部カリキュラムを修めた

臨床心理学科の学生が臨床心理学専攻に進学し，公認心理師資格を取得して心理専門職として活躍する

という将来設計を支援することは，学生に対する本学の誠意であり，使命である。公認心理師養成を目

指して臨床心理学専攻を設置し，学部から修士課程までの一貫した教育を提供することで，本学の公認

心理師養成課程が成立する。 

臨床心理学科での学びを基礎として，専門的発展的な学修・研究を深め，公認心理師受験資格を得

るための臨床心理学専攻の設置は不可欠である。 

2．修士課程までの構想か。又は，博士課程の設置を目指した構想か。 

臨床心理学専攻は博士前期課程（修士課程）設置を目指している。 

3．研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

 上記１，２に記したとおり，本専攻は，公認心理師の受験資格取得と，国家資格を取得した後に保健

医療，教育，福祉，司法・犯罪，産業・労働の各分野で臨床心理の専門職業人として活躍できる人材の

育成が目的である。その教育課程及び授与される学位が，社会及び受験者に理解される名称が適当であ

ることから，専攻名は「臨床心理学専攻」とし，課程修了者に授与する学位は「修士（臨床心理学）」と

する。 

 なお，本専攻の英訳名称は，この分野で国際的にも通常用いられている「Master of Clinical Psychology」

とする。 

4．教育課程の編成の考え方及び特色 

（1）科目編成

上記の教育の目標や育成すべき人材像をふまえて，臨床心理学専攻では，大学院における公認心理師

養成科目として公認心理師の活躍が期待される５分野についての知識や実践力を学ぶため，以下のよう

にカリキュラム・ポリシーを定めた。これに基づいて，講義・実習・演習を適切に配置する。また，臨

床活動に必要な臨床心理学以外の医療や対人援助に関する知識や，主体的に研究を進めるための基礎的

な知識を学ぶため，保健学研究科共通科目を設ける。 

【カリキュラム・ポリシー】 

① 臨床心理学領域の高度専門職業人としての能力を修得し，公認心理師国家資格を取得するために

・心理臨床家としての実践力の基盤となる専門的知識を身につけるために，「保健医療」，「福祉」，「教

育」，「司法・犯罪」，「産業・労働」の各分野に関する理論と支援の展開を学ぶ科目を配置する。

・心理臨床家として備えるべき支援技法を身につけるために，「心理的アセスメント」，「心理支援」，「家

族関係・集団・地域社会における心理支援」に関する理論と実践を学ぶ科目を配置する。

・心理臨床家としての態度や実践力を身につけるために，「実習」，「演習」科目を配置する。

・公認心理師国家資格の取得を目指した学修を促進するために，「臨床心理学特別演習」を配置する。

② 臨床心理学領域の高度職業人としての問題解決力，協働力を高めるために
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・個人や社会集団のニーズに応じた臨床心理学的支援に必要な問題解決力や，チーム医療のメンバーと

しての態度を身につけるため，「実習」「演習」「ゼミナール」などの科目を配置する。 

③高い倫理観を身につけ，社会貢献するために 

・臨床心理学的支援を実践して広く社会に貢献するために，保健学研究科共通科目である「研究倫理」

や，「心の健康教育に関する理論と実践」などの科目を配置する。 

 

なお，公認心理師が活動する 5 分野において，以下のような科目を設置する。また，学生の研究テー

マに応じて，ゼミナールや特別演習により，各分野の専門性を深める。 

① 保健医療分野「保健医療分野に関する理論と支援の展開」 

 保健医療分野では，精神疾患をはじめとした多くの患者やその家族などへの心理的支援が求められる。

また，精神科外来での医師の指示に基づく認知行動療法の実施や，小児科での臨床心理学的支援が保険

適応になるなど，その有用性も認められている。これらのニーズに応える心理臨床の理論や方法を学ぶ。 

② 福祉分野「福祉分野に関する理論と支援の展開」 

 障害者や障害児，心理社会的課題による困窮者への心理学的支援について学ぶ。 

③ 教育分野「教育分野に関する理論と支援の展開」 

 児童・生徒・学生への心理学的支援や，学校現場での心理職の働きなどについて学ぶ。 

④ 司法・犯罪分野「司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開」 

 司法・犯罪分野で活躍するための心理学の理論や支援技法などを学ぶ。 

⑤産業・労働分野「産業・労働分野に関する理論と支援の展開」 

 労働者のメンタルヘルスの維持向上や，職場環境調整や人材育成へのアプローチなど，個人と組織を

対象とした心理臨床の理論や方法を学ぶ。 

 さらに，臨床活動や研究の基礎となる科目として，保健医療分野を中心とした各分野での心理臨床や

研究活動を行うための基本的な知識や態度を身につけるため，保健学研究科における共通科目「研究倫

理」や「専門横断科目」を配置する。 

 

5．教育方法，履修指導，研究指導の方法と修了要件  

（1）教育方法 

 臨床心理学科では，公認心理師養成カリキュラムにのっとった教育を行うため，下記のような教育方

法をとる。 

①公認心理師国家資格を取得し，臨床心理学領域の高度専門職業人としての能力を修得するために 

・公認心理師養成カリキュラムにそった科目や実習を適切に配置する。 

②臨床心理学領域の高度職業人としての問題解決力，協働力を高めるために 

・講義や実習，演習などをとおして，臨床実践の方法を検討し，それを他者と共有するための報告書や

資料の作成力，プレゼンテーションやファシリテーション力などを高める。 

・グループディスカッションやケースカンファレンスなどにより，他者理解や自己理解をふまえた相理

解のあり方，チームワークのためのコミュニケーション力や思考力を高める。 

・「特定の課題についての研究報告」への取り組みにより，臨床心理学的支援を主体的に実践する方法を

学び，それを研究報告書やプレゼンテーションとして発表できるよう指導する。 

③高い倫理観を身につけ，社会貢献するために 
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・講義や実習，演習などをとおして，社会の一員としてのソーシャルスキルやマナーを身につけるとと

もに，心理臨床領域の高度専門職業人としての態度を身につけられるよう指導する。 

 

（２）履修指導 

①出願時における確認 

 入学希望者を対象とした臨床心理学専攻の説明会を実施し，カリキュラム・ポリシーやディプロマ・

ポリシーへの理解を促す。また，入学後 2 年間の履修スケジュールや実習スケジュールのモデルを提示

し，課程修了までの道のりへの理解を促す。 

②入学時及び在学中における確認 

公認心理師受験資格に必要な単位や実習等の確認をし，確実に履修登録をするよう促す。また，ゼミ

ナールの指導教員を決定することで，学修の進捗を確認できる体制を整える。 

③履修モデル 

 公認心理師養成カリキュラムに基づき，履修モデルを図に示す。 

 

 

 

（3）研究指導 

①入学時における確認 

 出願時に提出される応募書類などをもとに，2 年間の学修指導を行う。 

②研究指導計画書 

 特定の課題についての研究を完成させるため，ゼミナールの指導教員は，研究テーマの細緻化，論述

に必要な文献収集，論述の詳細化などの観点から研究指導計画書を作成する。これは臨床心理学専攻で

ゼミナールを指導する教員による会議で相互に検討・確認するとともに，当該学生とも共有する。 

 なお，実習は 3 期にわたって行われるが，各期において実習の目的や学修課題などを整理して学生と

図 臨床心理学専攻 履修モデル 
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共有し，ケースカンファレンスなどをとおしてその進捗や達成度を確認する。また，ケースカンファレ

ンスやグループディスカッション，「特定の課題についての研究報告」などにおいては，報告書や資料作

成力やコミュニケーション力，プレゼンテーション力を指導する。 

③倫理審査 

 保健学研究科で共通に行われる倫理審査規定に沿って指導する。 

④特定の課題についての研究報告会 

 2 年次には，特定の課題についての研究に関する研究報告会を実施する。そのため，発表要旨やプレ

ゼンテーションの作成，プレゼンテーションや質疑応答の方法などを指導する。 

 これら①から⑤をとおして，学生が公認心理師として活躍するために必要な臨床心理学的知識やスキ

ル，共同力，高い倫理観，社会貢献的態度を身につけられるよう，指導する。 

⑤特定の課題についての研究成果の審査 

 上記の特定の課題についての研究報告会では，当該学生が臨床心理学に関する知識やスキル，協働力，

高い倫理観，社会貢献的態度が，公認心理師として活躍するにふさわしいレベルに達しているかを評価

する。 

 なお，履修科目の総合判定は，各学年終了時に国際的成績評価である GPA（Grade Point Average）

で評価する。また，学期ごとの学生自己評価により，公認心理師を目指すものとしての知識やスキルの

修得状況を測定する。 

 

（4）修了要件 

 修了要件は，2 年間に授業科目を 40 単位以上修得し，特定の課題についての研究の成果の審査及び最

終試験に合格することである。なお，臨床心理学専攻では，教育目標を達成するために，修了時点まで

に獲得すべき能力【ディプロマ・ポリシー】を以下のように定める。 

①臨床心理学領域で活躍できる職業人としての能力 

公認心理師資格を有する専門職業人として，個人やそれを取り巻く社会集団がもつ臨床心理学支援へ 

のニーズに適切に応え，その福祉に資することができる。 

②臨床心理学領域の高度専門職業人としての実践力 

個人や社会集団への臨床心理学的支援に必要な知識やスキルを修得し，実践にいかせる。 

③高い倫理観と社会貢献への態度 

公認心理師として高い倫理観をもって個人や社会集団の心理社会的課題に取り組むとともに，高度専

門職業人としての自覚をもって自己研鑽を継続できる。 

 

（５）修了までのスケジュール 

 臨床心理学専攻では 2 年間の在籍を標準として，下図のように，修了までの履修スケジュールを計画

している。 
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6．特定の課題についての研究成果の審査方法 

（1）審査方法 

 臨床心理学専攻では，学位論文の提出・審査を，特定の課題についての研究成果の提出・審査に変え

ることができることとしている。この特定の課題についての研究成果については，（2）に示すディプロ

マ・ポリシーをふまえ，下記の特定の課題についての研究成果の審査基準と審査委員の体制により，評

価する。 

【特定の課題についての研究成果の審査基準】 

①課題は臨床心理学に関連するものであること。 

②特定の課題についての研究報告の審査では，研究課題の背景や目的，課題に関する対象及び方法の設

定，考察が適切になされ，研究報告の作成能力が一定水準に達していることを，以下③に示す方法で評

価する。 

③特定の課題についての研究成果の審査項目と方法 

 下記の各項目すべてにつき 4 段階（A～D）で判定する。C,D と判定された部分については修正を要

求し，すべての項目が A または B の判定となる必要がある。なお，A:優れている，B:問題はない，C：

部分的な訂正が必要，D：大幅な修正が必要，とする。 

1）研究背景と研究目的 

・課題を設定するに至った背景が適切に記述されているか。 

・先行研究などの背景をふまえて目的が設定されているか。 

2）対象及び方法 

・対象及び方法が研究目的を達成するために適切に設定されているか。 

・事例を取り扱わない場合，課題の解決に関する先行研究などの情報が質・量ともに適切に選択されて

いるか。 

・事例を取り扱う場合，事例が適切に選択されているか。 

・事例について課題の目的を達成するための専門的な支援経過や支援内容，その結果が適切に記載され

ているか。 

・事例発表について関係者の同意を得ているか，必要な倫理審査を受けているか，それが研究成果報告

中に記載されているか。 

3）考察・結論 

・課題を設定した目的との関係において，対象及び方法をふまえて適切に考察し，論述されているか。 

4）その他 

・研究成果報告の文体が統一され，論理的な文章構成となっているか。 

・研究背景及び目的，研究課題の取り扱い，考察・結論は，バランスがとれた適切な構成となっている

か。 

【審査委員の体制】 

①審査委員は，博士前期課程である臨床心理学専攻の審査は３名（主査１名・副査２名）とし，研究科

委員会において指名される。 

②研究科委員会は，論文要旨発表会（特定の課題についての研究報告の場合は，特定の課題についての

研究報告会）を開催する。 
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③審査委員は，審査終了後審査結果の要旨を作成し，研究科委員会に報告する。 

④研究科委員会は審査委員からの審査結果の報告に基づき合否を決定する。その結果を研究科長は学長

に報告する。 

 

（2）ディプロマ・ポリシー 

臨床心理学専攻では，公認心理師として活躍できる人材の育成を行い，その教育の達成状況を確認す

るための指針として，以下のように学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を定めた。 

【ディプロマ・ポリシー】 

①臨床心理学領域で活躍できる職業人としての能力 

公認心理師資格を有する専門職業人として，個人やそれを取り巻く社会集団がもつ臨床心理学支援へ

のニーズに適切に応え，その福祉に資することができる。 

②臨床心理学領域の高度専門職業人としての実践力 

 保健医療，教育，福祉，司法・犯罪，産業・労働の公認心理師の活動領域における，個人や社会集団

への臨床心理学的支援に必要な知識やスキルを修得し，実践にいかせる。 

③高い倫理観と社会貢献への態度 

公認心理師として高い倫理観をもって個人や社会集団の心理社会的課題に取り組むとともに，高度専

門職業人としての自覚をもって自己研鑽を継続できる。 

  

7．基礎となる学部との関係 

保健学部臨床心理学科（入学定員 80 名，収容定員 320 名）は，2018 年 4 月に開設された。臨床心

理学科は，医学部併設大学の強みを活かした基礎医学に関する教育だけでなく，幅広い保健医療分野

の教育体制を活かして保健医療学，福祉学，リハビリテーション学などの教育を行っている。また，

公認心理師養成にかかる学部での必修科目をそろえ，座学のみならず， 1 年次から 4 年次までの各学

年で，心理職の活動領域である保健医療，福祉，教育，司法・犯罪，産業・労働の５つの分野での実

習を行えるように，カリキュラムを構成している。 

このように，学部での教育は医療分野を中心として幅広い領域で活躍できる人材育成を目指してお

り，同様の教育目的をもって人材育成を目指す臨床心理学専攻での教育に結びつく。 

 

8．取得可能な資格 

 公認心理師国家試験の受験資格取得に必要な大学院の科目，10 科目（うち実習 1 科目）を開講する。 

四年制大学での公認心理師養成カリキュラム全てを履修して臨床心理学専攻に入学し，公認心理師養 

成に必要な科目を履修することで，公認心理師国家試験の受験資格が得られる。 

 

９．実習の具体的計画 

ア 実習の目的 

①ディプロマ・ポリシーをふまえた実習の目的 

臨床心理学専攻では，ディプロマ・ポリシーにおいて，修了時点までに獲得すべき能力を，以下の（１）
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（２）（３）のように定める。 

（１）臨床心理学領域で活躍できる職業人としての能力：公認心理師資格を有する専門職業人として，

個人やそれを取り巻く社会集団がもつ臨床心理学支援へのニーズに適切に応え，その福祉に資すること

ができる。 

（２）臨床心理学領域の高度専門職業人としての実践力： 保健医療，教育，福祉，司法・犯罪，産業・

労働の公認心理師の活動領域における，個人や社会集団への臨床心理学的支援に必要な知識やスキルを

修得し，実践にいかせる。 

（３）高い倫理観と社会貢献への態度：公認心理師として高い倫理観をもって個人や社会集団の心理社

会的課題に取り組むとともに，高度専門職業人としての自覚をもって自己研鑽を継続できる。 

 これをふまえて，実習の目的を，「学生が臨床実習から，心理職に求められる役割やスキル，各臨床現

場の特徴に相応しい態度，臨床心理学支援を要する者やその家族，職場の仲間や上司となるべき立場の

方々などとの関係性やその築き方を検討し，それを実践し，さらなる課題を発見して，それを解消する。

これを繰り返すことで心理職に求められる態度，知識，対人援助スキルを身につけるとともに，心理職

として継続すべき生涯学習への意欲を醸成すること」とする。 

 

②実習をとおして学生が身につけるべき能力 

実習の目的に応じて，実習をとおして学生が身につけるべき能力を，下記の（１）～（4）とする。 

（1）心理職に期待される役割の理解と実践力 

・心理職の倫理，行動規範，危機管理に関する事項 

・自己管理（心身保健，生活リズム，整容，活動スケジュール，対人関係など） 

（2）心理職に期待される専門的技術 

・心理職としての同職種・他職種，社会とのコミュニケーション 

・臨床心理学的支援を要する者との関係構築 

・臨床心理学的支援を要する者の特性に応じたコミュニケーション 

・臨床心理学的支援を要する者の見立てとニーズ把握 

・臨床心理学的支援を要する者とその課題に応じた支援方法の選択と支援計画立案 

・支援の PDCA サイクルの自己管理 

・支援内容の振り返りと記録作成，及び，記録の適切な管理 

・個別スーパービジョンや集団スーパービジョンの運営と実施 

・ケースカンファレンスの運営と実施 

（3）心理職に期待される連携の理解と実践力 

・支援に必要な心理職同士の協力，連携，リファー 

・支援に必要な他専門職との協力，連携，リファー 

（4）その他 

・社会人としての常識，マナー 

・経済産業省（2006）が示す「社会人基礎力」に基づく働くための能力の涵養 
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イ 実習先確保の状況 

 実習受入施設の一覧，及び，実習受入れ承諾書を資料 1、資料２に示す。 

公認心理師法では，「主要 5 分野（保健医療，福祉，教育，司法・犯罪，産業・労働）のうち 3 分野以

上の施設において実習を受けることが望ましい」とされ，「医療機関（における実習）は必須とする」と

規定されている。そこで本専攻では，医学部及び医学部付属病院を併設するという特色を活かして，付

属病院での実習を行う予定である。 

 

ウ 実習先との契約内容 

①個人情報保護に関する取り決め 

 学生が実習中に知り得た個人情報については，公認心理師法やその他の法令を遵守して取り扱うこと

とし，その旨を誓約書に記して，実習先に提出する。 

 実習指導者が知り得た学生に関する個人情報は，実習指導に関する場合のみ取り扱うこととし，その

他については法令に従って取り扱うこととする。 

 

②事故防止に関する取り決め 

 一般的な感染や事故の防止や，実習施設で定められている事故防止策については，実習の事前指導で

取り上げ，知識だけでなく実践方法を確認する。これらは実習指導者と学生，実習担当教員が共有し，

確実に実践できるよう，相互に確認する。 

 万が一，実習中に事故が起きた場合は，実習指導者，及び学生からすみやかに連絡を受け，実習担当

教員が対応する。  

 

エ 実習水準の確保の方策  

①実習の内容，身につける具体的な知識・技能 

 各実習先の特性に応じて，以下の内容について知識・技能を身につける。 

・実習施設の概要，関連法令や行動規範，危機管理方法 

・臨床心理学的支援を要する者との関係構築，コミュニケーション，見立て，ニーズの把握 

・協働する他職種の専門性の理解，協働・連携・リファーの方法 

・実習記録の作成と記録の管理 

 

②複数施設での実習における教育水準の確保 
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 全ての実習指導者と，実習で学生が身につけるべき知識・技能を予め共有する。また，実習生となる

学生の特性なども事前に共有したうえで，学生と実習指導者が実習にあたっての目標を明確にする。こ

れにより，施設の特性をいかして，学生が重点的に学ぶべき内容に焦点化した実習を行う。 

 

③成績評価方法  

 実習の成績評価は以下のように行う。 

・実習指導者による評価： 学生が実習日毎に記入する実習日誌へのコメントや，実習全体を通しての

学生の変化・成長をふまえて，S（90－100 点：特に優れている），A（80－89 点：優れている），B（70

－79 点：良好），C（60－69 点：基準を満たす），D（60 点未満：基準に満たない），E（出席不良：

採点不可）の 6 段階で評価する。 

・実習担当教員による評価： 学生が記入する実習日誌や，実習指導者からの聞き取り，学内指導の内

容をふまえて，S（90－100 点：特に優れている），A（80－89 点：優れている），B（70－79 点：良

好），C（60－69 点：基準を満たす），D（60 点未満：基準に満たない），E（出席不良：採点不可）の

6 段階で評価する。 

・実習指導者による評価を 70％，学内実習担当教員の評価を 30％として比重をつけて総合し，最終的

な成績評価とする。 

 

オ 実習先との連携体制 

①実習先との事前協議 

 実習担当教員は，実習指導者とその実習施設に対して，実習目的や実習内容を説明する。そのうえで，

実習指導者とその実習施設とともに，実習の受入可否，実習受け入れ人数，実習時期，実習内容などを

決定する。 

 

②実習指導者の指導方針 

 実習指導者は実習指導をとおして，所属する実習施設における専門的な心理臨床を学生に教授する。

これにより，実習指導者が専門とする心理臨床領域で活動する公認心理師を育成することを，実習受入

れの目的のひとつとしている。このように，実習指導者は，実践的かつ現実的な実習指導を行う。 

 

③実習中の連絡体制 

 実習中に実習指導者，あるいは学生から臨床心理学専攻あてに連絡が必要な場合は，杏林大学三鷹事

務室がその連絡窓口となって，実習担当教員に取り次ぐ。実習担当教員は，取り次ぎを受けた場合，す

みやかに実習指導者，あるいは学生に連絡をとる。 

 

カ 実習前の準備状況（感染予防対策・保険等の加入状況） 

①感染予防対策 

 実習にあたり，学生は学部において麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎のワクチン接種が済んでおり，

それらの抗体があることを確認している。 

 また，杏林大学では学生や教職員を対象として感染症予防マニュアルとして「授業・実習における感

染予防」を作成し，感染予防の重要なポイントを具体的に示して，感染症予防を徹底している（資料３：

「授業・実習における感染予防」）。 
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②保険等の加入状況 

 実習にあたり，学生は「学生教育研究災害保険及び学生教育研究賠償責任保険」に加入することを義

務とする。 

 

キ 事前・事後における指導計画 

①事前指導 

 実習に赴くにあたり，学生には以下のような指導を行う。 

・実習の心構えとして，学生としての態度やマナーを見直し，整容や自己管理を徹底する。 

・実習先の施設概要，関連法令，そこでの心理職の役割，主たる臨床心理学的支援を要する者の特徴，

主たる支援方法などを調べて，レポートにまとめる。 

・実習での学習目標，行動計画をたてる。 

・実習記録やケース記録の書き方を復習する。 

・傾聴やアサーションなどの，基本的なコミュニケーション方法を復習する。 

・実習先のルール（指導者とのコミュニケーション，指導体制，実習場所，内容，服装，休憩スペース，

持ち物など）を確認する。 

 

②実習中の指導 

 心理実践実習Ⅰ・Ⅱではケースカンファレンスを実施し，実習中の体験や課題を取り上げ，指導する。 

また，巡回指導でも学生からのヒアリングを行い，課題を早期に発見して指導する。 

 

③事後指導 

 心理実践実習Ⅰ・Ⅱではケースカンファレンスの一貫として実習報告会を実施する。ここでは実習中

の体験を総括し，実習での成果や課題を明確にして，学習を深化・定着するよう指導する。 

 また，学生は実習報告書を作成し，これを実習指導者と共有することで，その後の実習に活かす。 

 

ク 教員及び助手（実習補助要員）の配置並びに巡回指導計画 

 臨床心理学専攻の教育を担当する教員は，すべて臨床心理学科の教員と兼務である。学内で行われる

講義や演習科目を担当しながら，大学院及び学部で行われる，複数施設での学外実習の巡回や引率，実

習に関する事前・事後の打ち合わせなどを並行して行うには，大変な負荷がかかる。しかし，公認心理

師養成を旨とする臨床心理学専攻では，外部施設での臨床実習を重要な教育の柱のひとつと考える。そ

こで，臨床心理学専攻，及び，臨床心理学科での安定的で充実した実習指導を実現するため，実習指導

者の資格をもつ教員が科目責任者として実習内容の統括を行い，その指示をうけて巡回指導や実習に関

する業務を専門に行う実習補助要員を 2 名程度配置する体制を順次敷く。 

 巡回指導は各施設 5 回の実習につき 1 回実施する。移動は公共交通機関を利用する。巡回指導は，各

施設の実習指導者と面会を行って学生の取り組み状況を確認し，課題があればともに解決に努める。必

要に応じて，学生との面談も行い，実習に関する課題などを確認し，解決に努める。また，学生への指

導は，実習先での面談以外でも行う。実習補助要員は巡回指導の記録を作成して，科目責任者やその他

実習指導者と共有し，各学生の実習状況の確認や課題の解決に努める。 

 実習補助要員は学外実習である心理実践実習Ⅱ・Ⅳを中心に担当し，必要に応じて学内実習である心
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理実践実習Ⅰ・Ⅲにも参加する。 

 

ケ 実習施設における指導者の配置 

①実習受け入れ数と指導者数 

学外施設で実習を行う際は，実習指導者は，実習生５人につき１人以上配置するため，同一施設で複

数の学生が実習を行う場合は，日程を変えるなどの配慮をする。 

 

②実習指導者の専門性，実務経験，指導能力 

 実習指導者は，すべて心理職としての実務経験が豊富であり，すでに公認心理師や臨床心理士の養成

にかかる実習指導を経験したことがある者が大半である。 

 

③実習指導者に対する研修，実習の目標共有などの方法 

 実習指導者に対しては，実習開始前に臨床心理学専攻の実習目的を書面及び口頭で共有する。また，

巡回指導の際には，巡回指導を担当する教員が実習指導者と面談して，実習指導における課題や改善点

などを確認し，その解決方法をともに検討するなど，相互に実習指導の質の向上に努める。 

 

コ 成績評価体制及び単位認定方法 

①学生の知識・技能の習得状況の把握方法，評価方法，評価基準 

 学生が実習をとおして身につけるべき知識・技能を，どの程度身につけられたかを判断するために，

臨床心理学実践実習Ⅰ・Ⅲで，臨床心理学的支援を要する者への接遇スキルを再現するロールプレイン

グを行う。また，臨床心理学特別演習Ⅰ・Ⅱでは，心理臨床に関する知識や倫理について総合的にまと

め，レポートを提出させる。これを，科目担当教員が，S（90－100 点：特に優れている），A（80－89

点：優れている），B（70－79 点：良好），C（60－69 点：基準を満たす），D（60 点未満：基準に満た

ない），E（出席不良：採点不可）の 6 段階で評価する。 

 これは成績評価体制のうち，実習担当教員による評価に含まれるものとする。 

 

②成績評価体制 

 実習の成績評価は以下のように行う。 

・実習指導者による評価： 学生が実習日毎に記入する実習日誌へのコメントや，実習全体を通しての

学生の変化・成長をふまえて，S（90－100 点：特に優れている），A（80－89 点：優れている），B（70

－79 点：良好），C（60－69 点：基準を満たす），D（60 点未満：基準に満たない），E（出席不良：

採点不可）の 6 段階で評価する。 

・実習担当教員による評価： 学生が記入する実習日誌や，実習指導者からの聞き取り，学内指導の内

容をふまえて，S（90－100 点：特に優れている），A（80－89 点：優れている），B（70－79 点：良

好），C（60－69 点：基準を満たす），D（60 点未満：基準に満たない），E（出席不良：採点不可）の

6 段階で評価する。 

・実習指導者による評価を 70％，学内実習担当教員の評価を 30％として比重をつけて総合し，S（90－

100 点：特に優れている），A（80－89 点：優れている），B（70－79 点：良好），C（60－69 点：基

準を満たす），D（60 点未満：基準に満たない），E（出席不良：採点不可）の 6 段階で最終的な成績

評価とする。 
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③単位認定方法 

 最終的な成績評価が S から C の場合に単位を認定する。D・E の場合は単位を認定しない。 

 

サ その他特記事項 

  なし 

 

10．入学者選抜の概要 

臨床心理学専攻では，ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに定める教育を受けるため

に必要な知識・技能・能力・態度を備えた人材を求めるための指針として，以下のように入学者受入の

方針（アドミッション・ポリシー）を定めた。 

【アドミッション・ポリシー】 

①求める学生像、資質 

・対人援助者として、深く人間理解（自己理解、他者理解、相互理解）ができる人 

・人間の心理社会的課題やその関連領域の課題に関心をもち、それを臨床心理学的方法を用いて解明、

解決するための基本的学力と熱意がある人 

・公認心理師の国家資格を取得し、高度専門職業人として、心理社会的課題をもつ個人や社会集団に貢

献する意思のある人 

②求める学習成果  

・臨床心理学専攻博士前期課程の教育を受けるために必要な基礎学的学力をもち、対人援助を行うため

の多角的な人間理解ができる。（知識・技能）  

・臨床心理学的支援を実践するための知識、思考力、判断力、行動力、コミュニケーション力がある。

（知識・思考力・判断力・行動力・コミュニケーション力） 

・公認心理師と他職種との役割の異同をふまえ、他領域の学生とも積極的にディスカッションし、相互

理解を深め、互いに学びあう関係を築ける。（態度） 

③入学者選抜の概要 

（1）受験対象者 ： 内部進学者および一般進学者（他大学卒業者，既卒者） 

（2）入試日程  ： 8 月および 2 月 

（3）選抜方法  ： 応募書類，専門科目，面接 

 

（4）受験資格 

・大学学部の公認心理師養成科目をすべて履修（単位取得）見込みであること。 

・大学院入学時に履修済でない場合は，入学を取り消す。 

（5）応募書類  

・成績証明書（GPA 含む） 

 受験対象 募集人数 試験内容 

8 月入試 内部進学者および一般進学者 ２３名 専門科目，面接 

2 月入試 内部進学者および一般進学者 ２名 専門科目，面接 
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・履修証明書（公認心理師養成科目の履修を確認。他大学の場合，科目読替え対応一覧を出身大学が作

成して添付すること） 

・志望理由書 

（6）臨床心理学専攻事前相談会 

入学希望者を対象とした臨床心理学専攻の説明会を実施し，カリキュラム・ポリシーやディプロマ・

ポリシーへの理解を促す。また，入学後 2 年間の履修スケジュールや実習スケジュールのモデルを提示

し，課程修了までの道のりへの理解を促す。 

 

11．教員組織の編成の考え方及び特色 

（1）授業科目を担当する教員について 

臨床心理学専攻の設置の趣意に即した公認心理師養成に適切な教員編成として，公認心理師，臨床心

理士，医療系専門職のいずれかの資格を有する教員を主として配置する。 

教育の中心となる科目のうち，「保健医療分野に関する理論と支援の展開」，「福祉分野に関する理論

と支援の展開」，「教育分野に関する理論と支援の展開」，「司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開」，

「産業・労働分野に関する理論と支援の展開」，「心理的アセスメントに関する理論と実践」，「心理支援

に関する理論と実践」，「家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践」，「心の健康

教育に関する理論と実践」については，各授業科目の内容を専門とする教授，准教授，講師(研究補助教

員)，兼任講師を配置する，これらの教員は、博士号を有する、または修士の学位を有し研究教育上の業

績が博士の学位を有する者に準ずる者と判断される教員である。また、その多くが臨床の実務経験を有

することから、理論と実践を教授する教育課程に見合った適切な教員配置となっている。 

なお，保健学専攻との共通開講科目を担当する各教員は，いずれも博士の学位を有している。 

（2）教員年齢構成と定年規程との関係について 

本学の定年規程は，教育職員の教授の場合，満 65 歳に達した日の属する年度の末日（杏林学園職員

就業規則第 21 条 5 項(1)号）となっている。臨床心理学専攻は博士前期課程の 2 年課程であり，最初

の修了生を輩出する予定の令和 6 年 3 月までに定年を迎える専任教員はおらず，かつ，定年までに 3 年

以上を残しているため，規程上問題はなく，臨床心理学専攻の教育を実施できる。 

 

12．施設・設備等の整備計画 

(1) 校地、運動場の整備計画 

本学は、三鷹キャンパス(71,370.33ｍ2）に医学部、保健学部看護学科看護学専攻、大学院医学研究科、

医学図書館、体育館、本部を配置し、井の頭キャンパス（34,565.00ｍ2）に保健学部、総合政策学部、外

国語学部、大学院保健学研究科、大学院国際協力研究科、図書館、総合情報センターを配している。大

学院保健学研究科に臨床心理学専攻を設置するに十分な収容能力がある。 

(2) 校舎等施設の整備計画 

 臨床心理学専攻の施設・設備は、基本的に既存の施設・設備を共用する。三鷹キャンパスの保健医療

教育棟及び看護・医学教育研究棟の 1 階の多目的ルームを使用予定である。使用に際しての基本改修工

事は既に終了している。 

① 大学院生の研究室（自習室）等の考え方 
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臨床心理学専攻の学生への研究指導が行えるゼミ室として 11 室を配置し、また、大学院生専用の控

室１室を配置している。また、大学院生用ロッカーを各自１つ配当予定である。この他に、臨床心理学

専攻の大学院生用の講義室として、プロジェクター、スクリーン、AV 教卓を整備ずみの大教室（収容

人数：100 名）を１室割り当て、1・2 年生での合同ケースカンファレンスも実施できる教室として使用

予定である。この他にも臨床心理学科と共用の大教室（収容人数:100 名）を３室、中教室（収容人数:35

名）を 2 教室配備する。 

また、上記全室で Wi-fi 環境を完備ずみである。 

② 教材・器材について 

臨床心理学専攻として必要となる各種心理検査及び箱庭用具一式、シュレッダーや鍵付きキャビネッ

トを保健学部臨床心理学科と共用で整備している。 

③ 図書について 

 三鷹キャンパス及び井の頭キャンパスの図書館は、面積 6,898.30 ㎡、座席数 808 席、蔵書冊数約 43

万冊を配し、バックナンバー、オープンアクセス含む電子ジャーナル種数は約 10 万種、オープンアク

セスを含む電子ブック種数は約 4 万種を超えている。データベースは、医中誌 Web、CiNii, EBSCOhost 

PsycINFO ほか 30 種を超える主要データベースが整備されている。 

 

13．管理運営 

研究科の管理体制は，研究科委員会と保健学研究科運営委員会（以下運営委員会）がこれにあたる。

研究科委員会は，研究科長を委員長とし，本研究科委員全員から構成されている。開催については，毎

月１回開催している。研究科委員会の審議事項は，教育，研究，教員人事，学位の授与，学生などに関

する事項である。 

運営委員会は，研究科長を委員長として，数名の研究科委員からなり，研究科委員会に提出する審議

事項を事前に策定する機能を持つ。その他に自己点検・評価，FD，教務，学生部等があり管理・運営に

ついては円滑に行っている。 

 

14．自己点検・評価 

 本学は，「杏林大学学則」第 1 条の 2 及び「杏林大学大学院学則」第 2 条の 2 に，「その教育研究

水準の向上を図り，前条の目的及び使命を達成するため，教育研究活動等の状況について自ら点検及び

評価を行う」と定めている。また、「杏林大学内部質保証の方針」に本学における内部質保証に関する基

本的な考え方を示している。 

 上述の規程及び方針に基づき、自己点検・評価活動を行う組織体制として、学長を議長とし、学内各

部門の長によって構成される学部長会議を内部質保証推進のための責任主体としている。学部長会議で

は、自己点検・評価委員会の実施する自己点検・評価及び外部評価結果を踏まえ、改善が必要と認めら

れる事項について、当該部門の長に改善の実施を指示する。改善の実施を求められた事項の改善結果は、

当該部門の長が学長に報告を行う。 

そして、学部長会議のもとに設置されている自己点検・評価委員会は、定められた点検・評価項目につ

いて、原則として毎年自己点検・評価を実施し、同時に、自己点検・評価の妥当性と客観性を高めるた

め、学外の有識者によって構成される外部評価委員会での評価結果を付して学部長会議に報告するとと
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もに、自己点検・評価報告書を毎年学内外に公表している。 

さらに、自己点検・評価委員会のもとに、学部・研究科等の各部門・部署に自己点検・評価を分掌する

委員会が設置されており、当該分野の自己点検・評価を実施する。各部署では別途委員会を設置するの

ではなく、例えば学部運営委員会などの既存の委員会が責任を負うこととしている。 

このように、内部質保証を推進するための責任主体を学部長会議とし、関係部局と連携しながら、課題

を抽出して改善策を策定・実施する体制を整備したことにより、自己点検・評価に基づく全学的なＰＤ

ＣＡサイクルが適切に機能しており、恒常的な改善が図られている。 

 

15．認証評価 

 本学は，2008(平成 20)年に公益財団法人 大学基準協会による認証評価を受け，「適合」の評価を得た。

認証評価受審のための報告書及び評価結果についても冊子，大学ホームページにて社会に公表してきた。

同認証評価では，改善義務のある「勧告」が 1 項目，努力義務となる「助言」が 23 項目にわたって指

摘された。この評価結果は，全組織において共有すると同時に，具体的な改善・改革に着手した。「勧告」

については 2009(平成 21)年度より毎年改善計画・改善状況を報告し，また「助言」については 2011(平

成 23)年度に改善報告書を提出し，いずれも改善が確認できるとの検討結果を得ている。 

また，2015（平成 27）年度には第２期認証評価を受審した結果，同協会の定める大学基準に「適合」

しているものと認定された。同認証評価では，7 項目の提言（「改善勧告」が 1 項目，「努力課題」が 6 

項目）が付され，その改善をはかり，その結果を 2019（平成 31）年 7 月までに提出し、一部引き続き

一層の努力が望まれるものの、大学が意欲的に改善に取り組んできたことが確認できたとの検討結果を

得た。2022（令和 4）年度には第３期認証評価を受審予定である。 

 

16．情報の公表 

 教育情報，財務関係書類をはじめ，学部等の設置届出書及び設置計画履行状況報告書などを大学ホー

ムページにおいて積極的に公開している。 

 

17．教育内容等の改善のための組織的な研修等 

保健学研究科の担当教員は，大学院設置基準第 9 条に規定された条件を満たしており，すべての担当

教員が保健学部教員と兼任であるが，「杏林大学大学院教育職員資格審査基準」に基づき，各専攻の教育

目標達成に必要な能力・資質を持った教員が配置されている。 

従前より，杏林研究科におけるファカルティ・ディベロップメント(Faculty Development，以下 FD)

は，大学院研究科委員会の研究科 FD 委員と大学院教務が連携して行っている。2020 年度の実績では，

講演会「看護師の特定行為研修制度の現状と今後の展望について」や，研究指導 FD セミナー「研究課

題の設定や研究の方法論を学ぶ」を行い，教員の資質の向上を図っている。また，前述のように大学院

教員は学部の教員も兼任しているため，学部で行われる FD にも参加する義務があり，2020 年度の実

績では「Teacher of the year 受賞者による授業方法」，「ＡＩ・データサイエンス時代の大学教育改革：

ＳＴＥＡＭ× アクティブラーニング」を行っている。 

基本的に各セメスターで，大学院 FD と学部 FD に参加する義務がある。実施方法に関しては，通常
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は対面を基本とするが，2020 年度は緊急事態宣言，感染症対策により，開催数の半数の FD が ZOOM

を使用しリアルタイムとオンデマンド配信を併用した。参加率は概ね 90-95%であり基準を満たしてい

る。FD 後，アンケート調査も行い，FD の内容に関して検証し，その結果は，大学院教務委員会及び研

究科委員会にて共有し意見交換を行っている。 

これらの FD に加えて，大学院の在学生による報告会・論文発表会を，各セメスターで行い，学生の

発表を介して，研究の指導方法や論文指導に関する意見交換を行っている。 

保健学研究科の教員の質の担保は，学部における教員の教育活動・研究活動・社会的活動の評価に加

えて，大学院生による授業評価アンケートを実施して，その結果を研究科委員会で各教員にフィードバ

ックしている。教員の研究活動は「杏林大学研究業績集」やホームページで公表し，社会活動の成果は，

「令和 2 年杏林大学地域交流活動報告書」にまとめられ検証されている。 

これらの教員の教育活動，研究活動，社会活動の総合な結果をふまえて，FD 研修会を実施して，教 

員の資質向上と教員組織の改善を諮っている。 
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NO. 病院・施設 所在地 受入人数

1 千葉刑務所 千葉県千葉市若葉区貝塚町192番地 20

2 杏林大学医学部付属病院 東京都三鷹市新川6-20-2 14

3 医療法人社団　慈泉会　市ヶ谷ひもろぎクリニック 東京都新宿区市谷田町2-31-3　市ヶ谷ASUKARAビル1階2階 5

4 立正佼成会附属佼成病院 東京都杉並区和田2-25-1 2

5 医療法人社団　明善会　榎本クリニック 東京都豊島区西池袋1-2-5 2

6 医療法人永寿会恩方病院 東京都八王子市西寺万町105 2

7 社会福祉法人　六踏園　調布学園 東京都調布市富士見町3-18-1 1

8 社会福祉法人　六踏園　第二調布学園 東京都調布市富士見町3-18-1 1

9 社会福祉法人　巣立ち会 東京都三鷹市野崎2-6-42 10

10 品川景徳学園 東京都品川区旗の台5-25-19 2

実習受入施設一覧
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学生確保の見通し等を記載した書類 

１．学生確保の見通し 

 臨床心理学専攻は，公認心理師の資格取得を希望して入学した本学臨床心理学科の学生が，大学院

での公認心理師養成課程を修了して，公認心理師国家資格取得を目指すことを目的とする。そのた

め，本専攻の主たる入学者は，本学臨床心理学科の学生であることが想定される。 

ここでは心理学専攻の全国的な志願状況，ならびに本学と類似の公認心理師養成課程を開設する東

京近郊の私立大学大学院の志願状況を概観する。そして，本専攻への進学者の中心となる臨床心理学

科の在学生の進学意向調査の結果から，安定した学生確保の見通しがあることを示す。 

(1) 大学院心理学専攻の志願者の動向

日本私立学校振興・共済事業団による「平成 31（2019）年度 私立大学・短期大学等入学志願動

向」によると，修士課程及び博士前期課程，専門職学位課程の入学者は，前年度に比して 133 人増加

して 31,488 人となっており，全体の志願倍率の平均は 1.4 倍である。本学が開設する臨床心理学専攻

と同系統である心理学研究科の結果では，平成 30 年度の合格者倍率は 3.44 倍，31 年度は 3.23 倍であ

り，最終的な合格者に対して 3 倍程度の志願者があることがわかる（付表 1）。 

公認心理師受験資格の取得には大学院修士課程の修了が求められており，心理学専攻，中でも臨床

心理学を専門とする志願者は多数おり，全体的な修士課程への志願倍率に比較しても高倍率となって

いる。国家資格である公認心理師の社会的なニーズは高く，公認心理師資格取得を目指す大学院への

進学意欲も高いと考えられる。 

臨床心理学専攻もこの流れに沿い，公認心理師資格取得に焦点を当てた教育プログラムを提供する

大学院として，一定以上の志願者が見込めると考える。 

(2) 東京都内の公認心理師養成課程設置大学院の入試状況

本学と距離的に近い東京都内にある公認心理師養成課程を設置する私立大学院の修士課程心理学専

攻・臨床心理学専攻の入試状況を付表 2 に示す。これは 2020 年 7 月末現在，インターネット上で入試

情報が閲覧できる大学のデータである。 

各校の合格者倍率（受験者／合格者で算出，受験者数不詳の場合は志願者／合格者で算出した）

は，最小値が 1.00 倍，最大値が 4.80 倍であり，平均は 2.92 倍である。上記の全国的なデータと比較

しても，東京都内の私立大学大学院の合格率はほぼ変わらない。 

全国的な心理学専攻の志願傾向や，臨床心理学専攻が公認心理師養成を目指した教育によって公認

心理師受験資格を得ることを目指すことを鑑みれば，近隣の他大学と同程度の志願者があり，定員を

十分に満たす学生を確保できると想定される。 
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（3）学部在学生の大学院進学意向調査 

2020 年に本学臨床心理学科に在籍する 1 年生から 3 年生（218 名）を対象とした「大学院進学意向調

査」では，在学生の 87.1％が公認心理師資格取得を目指して大学院進学を希望している。この結果は，

一般的な心理学科の学部生の８割前後が卒業後に就職を希望し，大学院進学を希望する者の割合が低い

ことと比して考えると，学部生の進学意欲の高さ，国家資格を取得し心理専門職となることを希望して

いる学生の多さという，本学ならではの特徴を明瞭に示している。また，杏林大学大学院保健学研究科

に公認心理師養成カリキュラムをもつ臨床心理学専攻課程ができた場合には，在学生の 79.9％がそこへ

の進学を希望している。これは，大学院の開設初年度から，想定される定員をはるかに超える学部生が

本学大学院への進学を希望していることを示す数値である。加えて，その保護者の 79.9％も進学に賛成

していることから，本学が大学院を開設して子弟に教育機会を提供することに対し，保護者の期待や信

頼がかなり高いことが示唆される。よって現段階においては，本学の学部卒業生だけでも大学院の定員

付表1：心理学研究科の入試動向

集計研究科数 入学定員 志願者数 合格者数 倍率*

H30年度 19 397 799 232 3.44

H31年度 20 410 752 233 3.23

* 志願者数／合格者数

心理学研究科

付表2：東京都内の公認心理師養成課程を設置している大学院修士課程の入試動向

年度 大学名 大学院 志願者 受験者 合格者 合格者倍率

桜美林大学 心理学研究科 臨床心理学専攻 39 37 14 2.64

大妻女子大学 人間文化研究科 臨床心理学専攻 15 5 3.00

学習院大学 人文科学研究科　臨床心理学専攻 58 54 15 3.60

大正大学 人間学研究科 臨床心理学専攻 53 19 2.79

立正大学 心理学研究科 臨床心理学専攻 48 10 4.80

跡見学園女子大学 人文科学研究科 臨床心理学専攻 42 41 11 3.73

駒澤大学 人間科学研究科 心理学専攻　臨床心理学コース 40 11 3.64

上智大学 総合人間科学研究科　心理学専攻　臨床心理学コース 29 16 1.81

昭和女子大学 生活機構研究科 心理学専攻 臨床心理学講座 31 13 2.38

白百合女子大学 文学研究科 発達心理学専攻　発達臨床心理学コース 16 15 7 2.14

聖心女子大学 人間科学専攻　臨床心理学領域 15 5 3.00

中央大学 文学研究科　心理学専攻 5 2 2.50

帝京大学 文学研究科 臨床心理学専攻 26 24 13 1.85

東京女子大学 人間社会科学専攻 臨床心理学分野 34 32 7 4.57

東洋英和女学院大学 人間科学研究科 人間科学専攻 臨床心理学領域 54 18 3.00

法政大学 人間社会研究科 臨床心理学専攻 62 17 3.65

武蔵野大学 人間社会研究科 人間学専攻 臨床心理学コース 53 44 15 2.93

明治学院大学 心理学研究科 心理学専攻 臨床心理学コース 61 16 3.81

ルーテル学院大学 総合人間学研究科 臨床心理学専攻 13 12 8 1.50

和光大学 社会文化総合研究科　心理学専攻 4 4 4 1.00

2.92

2019

2020

合格者倍率の平均

学生確保（本文）－2



を上回る進学希望者がおり，安定して学生を確保できる裏付けがあるものと考えられる。 

アンケート結果の詳細は以下の通りである。 

 

 

 

（4）高校生の公認心理師資格取得意向調査 

2019 年 8 月に実施した臨床心理学科のオープンキャンパスに参加した高校生を対象に，「公認心理師

資格取得を目指した大学院進学希望についてアンケート調査」を実施した。その結果，公認心理師資格

の取得を目指す高校生のうち 65％が大学院への進学を希望しており，本学臨床心理学科の卒業後の大

学院進学に高い意欲があることがわかる。  

 

配布数： 218

回答数： 209

回収率： 95.8%

【2020年　学部生対象　大学院進学意向調査結果】　2020年7月実施

人数 ％

5 とても思う 139 66.5%

4 思う 43 20.6%

3 どちらでもない 19 9.1%

2 あまり思わない 4 1.9%

1 思わない 4 1.9%

計 209 100.0%

人数 ％

5 とても思う 95 45.5%

4 思う 72 34.4%

3 どちらでもない 35 16.7%

2 あまり思わない 0 0.0%

1 思わない 7 3.3%

計 209 100.0%

人数 ％

5 賛成している 167 79.9%

3 どちらでもない 37 17.7%

1 反対している 5 2.4%

計 209 100.0%

Q１ あなたは公認心理師の受験資格を得るた
めに，大学院に進学したいと思いますか

Q2　あなたは杏林大学の大学院に公認心理
師養成カリキュラムを備えた課程ができた場
合，進学したいと思いますか

Q３　あなたの保護者は，あなたの大学院進学
に賛成していますか
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２．学生確保に関する具体的な取り組み 

 本学保健学部臨床心理学科への入学者（入学定員 80 名）の大多数は，公認心理師資格取得を希望し

ている。そのため，学部では公認心理師養成大学カリキュラムに基づいた講義だけでなく，公認心理

師が活躍する 5 分野を網羅する演習や実習などをすべての学年に配置して，全員が受講するよう指導

している。これによってすべての学生が大学学部における公認心理師試験受験要件を取得できる。こ

れは公認心理師養成大学では稀有であり，入学以来の資格取得への意欲や，大学院への進学志望を維

持・向上することにつながっている。 

また，学生へのキャリア教育を意識した授業を取り入れ，公認心理師を職業の側面からとらえなお

し，公認心理師として活躍するために必要な能力や態度を検討している。公認心理師として目指すべ

き姿と現在の自分のあり方を比べることで，今後身につけるべき知識やスキル，態度に関する具体的

な目標設定がなされて，大学院に進学して学ぶことの意味が明確となる。これにより，大学院進学の

意思や，公認心理師資格取得への意欲を高めている。 

 なお，大学院が設置される場合には，内部及び外部の受験希望者に対して，本専攻科の特徴や入試

案内などを案内し，質疑応答を行う説明会を実施して，広報する予定である。 

 

３．大学院修了後の見通し 

 心理職の求職活動は，職能団体である公認心理師会や臨床心理士会のホームページに掲載される求人

情報などを参照することが多い。2018 年に公認心理師が誕生して以降，これらの求人情報には，臨床心

理士だけでなく公認心理師資格を有していることが採用条件とされることが増えている。 

2020 年 4 月～6 月までに，東京公認心理師会に掲載された，首都圏近郊を勤務地とする心理職の募集

情報では，公認心理師及びそれに準ずる者（大学の心理学科卒）を採用基準に挙げている求人が，保健

医療・福祉・教育などの多領域にわたって 30 件以上あり，そのうちの約三分の一は常勤職の募集だっ

た。新年度からの採用を目指す２～３月求人数は，この数倍になると期待される。臨床心理学専攻を修

了して公認心理師資格を取得した場合，心理職として勤務することは不可能でないと考える。 

臨床心理士を中心としたこれまでの心理職は，非常勤としての勤務や複数の職場を掛け持ちすること

も多く，また，さまざまな分野・職場での経験を積むために，敢えてそのような働き方を選択する者も

あった。公認心理師資格取得後の最初の仕事が非常勤雇用であっても，複数の分野・職場での経験を積

んで知見を広げることで，近い将来には常勤となって安定した心理臨床活動を行うことは，十分に可能

であると考えられる。 

学部を卒業し，資格をもたないまま心理職として勤務することは難しいが，臨床心理学専攻で専門知
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識やスキルを修得して国家資格を得ることで，心理の専門家として働き，社会に貢献できる機会は十二

分にある想定される。 
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